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（計画協議） 　

　架橋位置 　架橋位置選定時

（事前協議）

　橋梁計画等 　橋梁一般図作成時

（本協議） 　　　　　　　

　施工計画等 　構造詳細作成時

※1　打合せ毎に、協議内容・課題等を速やかに整理し双方で内容の確認を行うこと。

※2　他の河川占用工作物（管渠、道路等）設置協議についても、上記フローに準拠する。

※3　上記フローは、あくまで標準的な協議フローを示すものであり、特殊な場合は別途協議方法等について確認すること。

　　　

河川諸元の照会
※3　協議ｽｹｼﾞｭｰﾙ等確認

用地測量・調査

河川法許可審査

協議：○○土木事務所
（河川管理者）

計画・設計：○○土木事務所
（道路管理者）

調査等：○○土木事務所
（道路管理者）

協議の受付 基本計画

構造等に関する打合せ 橋梁予備設計 地元協議

追加測量・調査

架橋位置に関する打合せ 道路概略・予備設計 地元協議

測量・調査

完成検査 工事完成届提出

橋梁詳細設計 地元協議

用地・物件補償

工事着手届受理 工事着手許可申請

道路区域設定

構造詳細打合せ

河川法許可申請

1.  県管理河川における橋梁等の標準的な協議フロー（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.県管理河川における橋梁等の標準的な協議フロー（案）
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計画協議 道路概略設計（道路予備設計）

河川諸元の照会

・現況河川資料 ・河川条件の整理

・改修計画資料 ・架橋位置の検討

　　　　　工事着手2年前を目処に実施し、承認を得る

・架橋位置の承認 ・架橋位置の決定

事前協議 橋梁予備設計 　　・測量・地質調査等

　　工事着手2～1年前を目処に実施し、Step毎確実に承認を得る 　　※河川測量・環境調査等

Step1 ・河川緒元の承認 Step1 ・設計条件設定

　（平面・流下方向）

　（縦横断線形）

　（高水位・流量）

　（河床）

　（改修時期）

　（河川工作物）

　　※計画がない場合は現況

Step2 ・橋長・径間割の承認 Step2 ・橋長・径間割の設定

　（径間長）

　（河積阻害率）

　（橋台位置・方向）

　（橋台底面位置）

　（近接橋）

　（橋脚形状・方向）

　（橋脚根入れ）

　（桁下高）

Step3 ・橋梁形式の承認 Step3 ・橋梁形式の設定

　（基礎構造形式） 　（橋種一次選定）

　（下部構造形式） 　（橋種二次選定）

　（上部構造形式）

　

本協議（本申請） 橋梁詳細設計 　　※河川測量・地質調査等

　　工事着手1年前を目処に実施し、Step毎確実に承認を得る

Step4 ・河川構造の承認 Step4 ・構造詳細の設定

　（管理用道路） ・占用範囲の設定

　（護岸・根固）

　（裏腹付）

Step5 ・施工計画の承認 Step5 ・施工計画の設定

　（施工時期）

　（施工時水位）

　（瀬替）

　（締切・堤防開削）

　（工事用道路）

　　　　　本申請は工事着手半年前を目安に申請を行う

　　※公安・漁協等

・河川法24･26条(20条)

・施行規則15条

※1　下協議、事前協議は書面により了承を得ること。

※2　打合せ毎に、協議内容・課題等を速やかに整理し、双方で内容の確認を行うこと。

※3　協議・打合せは、管理者間どうしの協議であるため、コンサルタント任せにしないこと。（説明等は原則として申請者が行うこと。）

工事着手許可審査 工事着手許可申請

河川法許可申請

用地・補償完了

関係機関協議完了
工事発注・契約

橋梁計画設定 地元協議（説明会）

追加測量・調査実施

完成検査 工事完了届提出 台帳修正

用地測量・補償調査

道路区域設定

関係機関協議

河川法許可審査

構造詳細打合せ 構造詳細設定 地元協議（説明会）

河川諸元の提供 計画条件整理

架橋位置に関する打合せ 架橋位置の選定 地元協議（説明会）

測量・調査実施

構造に関する打合せ

協議：審査者
（河川管理者）

計画・設計：申請者
（道路管理者）

調査等：申請者
（道路管理者）

協議の受付 事業計画立案 地元要望等

2.  河川橋梁の設置協議手順（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.河川橋梁の設置協議手順（案）
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3.  発注前確認事項 

特記仕様書に明示すべき事項，打合せで指示すべき事項を中心とし，設計条件となるような基本的条件を一

覧表にしたものであり，発注者（担当者）が設計業務発注前の段階で作成するものである。 

作成の手順は以下のとおりとする。 

① 業務内容から判断して該当対象項目を抽出し，「該当対象欄」に○印を付す。 

② 資料の準備又は条件の決定を完了した項目について「確認欄」レ印を付す。 

③ 設計書決裁時に本一覧表及び準備した具体的な設計条件を調査職員予定者に説明し，確認印を受ける

（発注者として基本的設計条件を確定することにより，的確な指示等が可能となり業務の手戻りを防

止できる）。 

 

 

  

3.発注前確認事項
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3.1.  発注前確認項目一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【出典】建設省監修 
「詳細設計照査要領」 

(H11.8)
 
建指第129号 H11.6.4 
「詳細設計照査要領につ

いて」 

3.発注前確認事項 3.1 発注前確認項目一覧表

令
和
○
年
度
　
○
○

（
一
）
○
○
線

業
務

名
：
○
○
橋
橋
梁
○
○
設
計
業
務
委
託

発
注
者
名
：
静
岡
県
交
通
基
盤
部
○
○
土
木
事
務
所

確
認
の
日
付
：
令
和
　
○
○
年
　
○
○
月
　
○
○
日

主
任
監
督
員
担
当
監
督
員

受
注
者
印

発
 注
 前
 
確
 
認
 
項
 
目
 
一
 
覧
 表 総
括
監
督
員
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1
設
計
の
目
的
、
主
旨

1
)
設
計
の
目
的
、
主
旨
は
理
解
し
た
か
。

例
)
 
特
記
仕
様
書

○
レ

○
○
に
い
る
○
○
業
務
（
橋
梁
○
○
設
計
）

2
)
関
連
す
る
他
事
業
は
あ
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

○
○

3
)
全
体
計
画
、
暫
定
計
画
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

－
－

－

2
設
計
の
範
囲
、
内
容
、
数
量
、

1
)
設
計
範
囲
、
内
容
、
数
量
、
履
行
期
間
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
特
記
仕
様
書

○
レ

例
)
 
橋
梁
詳
細
設
計
L
=
2
0
m
・
路
線
測
量
L
=
2
0
0
m

履
行
期
間

平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
限
り

3
路
線
名
、
橋
梁
名
、
計
画
区
間
、

1
)
路
線
名
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

（
一
）
○
○
線

工
事
時
期

2
)
橋
梁
名
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

○
○
橋

3
)
計
画
区
間
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

4
)
工
事
時
期
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

5
)
施
工
工
程
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

4
道
路
の
幾
何
構
造

1
)
道
路
規
格
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
本
業
務
に
て
検
討
：
第
○
種
第
○
級

2
)
設
計
速
度
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
本
業
務
に
て
検
討
：
○
k
m
/
h

3
)
幅
員
構
成
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
本
業
務
に
て
検
討
：
2
@
(
0
.
7
5
+
3
.
0
)

4
)
暫
定
計
画
、
将
来
計
画
と
整
合
し
て
い
る
か
。

－
－

－

5
)
橋
梁
計
画
と
一
体
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
構
造
物
（
共
同
溝
、

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討
：
J
R
覆
工
及
び
静
国
事
業

護
岸
、
取
付
道
路
等
）
と
整
合
し
て
い
る
か
。

5
設
計
基
本
条
件

1
)
新
技
術
、
新
工
法
の
採
用
は
検
討
し
て
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

2
)
構
造
形
式
（
支
承
形
式
含
む
）
、
橋
長
、
ス
パ
ン
割
、
遊
間
は

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

決
定
し
て
い
る
か
。

3
)
設
計
荷
重
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

B
活
荷
重

4
)
考
慮
す
べ
き
特
殊
荷
重
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
落
下
物
防
止
柵

（
添
架
物
、
遮
音
壁
、
標
識
等
）

5
)
考
慮
す
べ
き
設
計
基
準
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

道
路
橋
示
方
書
（
H
2
4
.
3
）

6
)
塩
害
に
対
す
る
検
討
を
し
た
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討
：
塩
害
区
分
Ⅲ

7
)
液
状
化
、
流
動
化
を
検
討
し
て
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

8
)
ミ
ニ
マ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
対
す
る
検
討
を
し
た
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

発
注
前
確
認
項
目
一
覧
表

№
項
　
　
　
目

主
　
　
な
　
　
内
　
　
容

確
認
資
料

備
　
　
　
　
　
考

該
当
対
象

確
　
認

3.発注前確認事項 3.1 発注前確認項目一覧表
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6
施
工
上
の
基
本
条
件

1
)
架
設
条
件
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

2
)
環
境
対
策
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

3
)
運
搬
路
、

迂
回
路
、
ヤ
ー
ド
確
保
の
見
通
し
は
あ
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

4
)
仮
橋
は
設
置
す
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
設
置
す
る

5
)
現
道
の
交
通
処
理
方
法
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

6
)
近
接
構
造
物
の
有
無
に
対
す
る
確
認
は
お
こ
な
っ
た
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
検
討
：
鉄
道
施
設

7
)
旧
橋
は
撤
去
す
る
の
か
。

－
○

レ
例
)
 
撤
去
す
る

7
関
連
機
関
と
の
調
整

1
)
河
川
管
理
者
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
調
整
：
静
河

2
)
道
路
管
理
者
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。
（
工
事
用
道
路
含
む
）

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
に
て
調
整
：
静
国

3
)
港
湾
管
理
者
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。

－
－

－

4
)
鉄
道
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
中
に
調
整
：
J
R

5
)
警
察
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
中
に
調
整

6
)
地
元
及
び
地
権
者
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
中
に
調
整

7
)
添
架
企
業
者
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
中
に
調
整

8
)
公
益
企
業
者
（
埋
設
占
用
物
件
）
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。

－
○

レ
例
)
 
本
業
務
中
に
調
整

9
)
漁
業
利
権
者
と
の
調
整
は
済
ん
で
い
る
か
。

－
－

－

8
既
往
資
料
の
確
認

1
)
既
存
道
路
設
計
の
内
容
と
問
題
点
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
有
（
H
○
静
岡
県
実
施
業
務
：
○
○
業
務
）

2
)
既
存
橋
梁
設
計
の
内
容
と
問
題
点
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
有
（
H
○
静
岡
県
実
施
業
務
：
○
○
業
務
）

3
)
打
合
せ
議
事
録
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
有
（
H
○
静
岡
県
実
施
業
務
：
○
○
業
務
）

9
貸
与
資
料
の
確
認

1
)
道
路
線
形
は
決
定
し
て
い
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
本
業
務
に
て
検
討

2
)
既
存
橋
梁
設
計
（
概
略
・
予
備
）
は
あ
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
有
（
H
○
静
岡
県
実
施
業
務
：
○
○
業
務
）

3
)
地
質
調
査
報
告
書
（
ジ
ャ
ス
ト
ボ
ー
リ
ン
グ
と
必
要
な
本
数
、
調

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
無
：
別
途
業
務
に
て
実
施

査
項
目
）
は
あ
る
か
。

4
)
測
量
成
果
報
告
書
（
平
面
、
横
断
、
縦
断
）
は
あ
る
か
。

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
有
（
静
国
）
：
本
業
務
に
て
実
施

5
)
埋
設
台
帳
は
あ
る
か
。

例
)
 
道
路
台
帳

○
レ

6
)
軟
弱
地
盤
の
判
定
に
必
要
な
資
料
（
側
方
移
動
、
液
状
化
、
圧
密

例
)
 
設
計
条
件
表

○
レ

例
)
 
無
：
別
途
業
務
に
て
実
施

沈
下
等
）
は
あ
る
か
。

7
)
そ
の
他
業
務
共
通
仕
様
書
に
示
さ
れ
た
資
料
は
あ
る
か
。

例
)
 
共
通
仕
様
書

○
レ

例
)
 
有
（
県
○
○
成
果
・
静
国
○
○
成
果
）

発
注
前
確
認
項
目
一
覧
表

№
項
　
　
　
目

主
　
　
な
　
　
内
　
　
容

確
認
資
料

該
当
対
象

確
　
認

備
　
　
　
　
　
考

3.発注前確認事項 3.1 発注前確認項目一覧表
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1
0
環
境
及
び
景
観
検
討
の
必
要
性

1
)
必
要
性
の
有
無
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
－

2
)
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
－

3
)
必
要
な
環
境
及
び
景
観
検
討
資
料
の
種
類
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
－

4
)
夜
間
の
景
観
及
び
照
明
設
計
の
有
無
は
決
定
し
て
い
る
か
。

－
－

1
1
コ
ス
ト
縮
減

1
)
既
存
橋
梁
設
計
で
提
案
さ
れ
た
コ
ス
ト
縮
減
留
意
書
は
あ
る
か
。

コ
ス
ト
縮
減
留
意
書

○
レ

例
)
 
無
：
本
業
務
に
て
作
成

1
2
建
設
副
産
物
対
策

1
)
リ
サ
イ
ク
ル
計
画
書
の
作
成
を
特
記
仕
様
書
に
明
記
し
て
い
る
か
。

－
－

発
注
前
確
認
項
目
一
覧
表

№
項
　
　
　
目

主
　
　
な
　
　
内
　
　
容

確
認
資
料

該
当
対
象

確
　
認

備
　
　
　
　
　
考

3.発注前確認事項 3.1 発注前確認項目一覧表
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路線名 構造令・示方書等

（一）○○線

○○○ 道路構造令(H27.6)・道路橋示方書(H29.11)に準拠

1 道 路 の 規 格 第○種第○級（第○種第○級） 本業務にて検討後決定（現況を考慮）

2 幅 員 構 成
例) 0.75(0.50)+2@3.00(2.75)+0.75(0.50)

+曲線拡幅+視距拡幅
　　　〃　

3 設 計 速 度 V=○km/h（V=○km/h） 　　　〃　

4 平 面 線 形 R=30m以上（R=15m以上） 　　　〃　

5 縦 断 勾 配
I＝○%（○%）

例) 交差点付近の緩勾配区間2.5％以下を考慮
　　　〃　

6 横 断 勾 配
I＝○%

例) 片勾配6.0％以下を考慮（自歩道無し）
　　　〃　

7 計 画 交 通 量 ○○台/日（H42推計） ○○台/日（H○ｾﾝｻｽ：昼夜率○○）

8 交 差 物 件 例) JR東海道本線

9 平 面 線 形 既存資料による

10 縦 断 勾 配 〃

11 横 断 勾 配 〃

12 桁 下 制 限 例) 軌条よりH=6.2m確保（建築限界+0.5m） 例) 管理者との協議後決定

13 側 方 余 裕 例) 未確定 　　　〃　

14

15

16

17

18

19 橋 格 ・ 重 要 度 B活荷重・B種の橋

20 橋 種 未確定 本業務にて検討後決定

21 橋 長 例) L=約20m 　　　〃　

22 支 間 長 例) L=約18m 　　　〃　

23 桁 高 例) 未確定 　　　〃　

24 床 版 条 件 大型車交通量○○台未満／日／1方向　 例) 迂回路無（大型車混入率10.8%）

25 舗 装 条 件
例)　　　表層：密粒度As厚t＝4㎝

　 　　基層：密粒度As厚t＝4㎝（平均厚）
例) 付着性改善型

26 伸 縮 装 置 例) 未確定 本業務にて検討後決定

27 防 護 柵
例)　　　剛性防護柵（路面よりh=0.9m）

　 　　落下物防止柵（路面よりH=3.8m）
　　　〃　

28 支 承 例) 未確定 　　　〃　

29 照 明 例) 無

30 添 架 物 例) 無

31 排 水 装 置 例) 未確定 本業務にて検討後決定

32 耐 震 装 置 例) けたかかり長・落橋防止 　　　〃　

33 制 限 値 等 道路橋示方書(H29.11)による 　　　〃　

34 斜 角 、 曲 線 拡 幅 の 処 理 交差角θ=○○°○○′ 　　　〃　

35

橋　　　　　名

○　○　橋（○○○ばし）

設　　計　　範　　囲

設　計　条　件　表　（1／2）

Ａ

　

道

路

条

件

Ｂ

　

交

差

条

件

Ｃ

　

上

部

工

条

件

4.  設計書添付用設計条件表 

下表は，詳細設計の発注にあたり，特記仕様書に明示すべき事項，打合せで指示すべき事項を中心とし，設

計条件となるような基本的条件を一覧表にしたものであり，発注者（担当者）が設計業務発注前の段階で作成

し設計書に添付する。  

 

 

 

 

  

4.設計書添付用設計条件表
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36 橋 台 位 置 例) 未確定 本業務にて検討後決定

37 橋 台 形 式 例) 逆T式RC橋台 　　　〃　

38 橋 台 根 入 れ 例) 未確定 　　　〃　

39 橋 脚 形 式 －

40 〃 （ 張 出 形 状 ） －

41 斜 角 の 処 理 例) 未確定 本業務にて検討後決定

42 橋 座 形 状 例) 未確定 　　　〃　

43 ウ イ ン グ 形 状 例) 未確定 　　　〃　

44 制 限 値 等 道路橋示方書(H29.11)による 　　　〃　

45

46 型 式 例) 直接基礎又は杭基礎 本業務にて検討後決定

47 杭 の 配 置 例) 未確定 　　　〃　

48 根 入 れ 例) 未確定 　　　〃　

49 制 限 値 等 道路橋示方書(H29.11)による

50

51

52 既 存 資 料 ○○○ 静岡県○○土木事務所

○○○ 例) 中部地方整備局静岡国道事務所

53 調 査 ・ 測 量 例) 地質調査（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・標準貫入試験等） 例) 別途業務：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ2本×L=20m

例) 路線測量（中心線測量、縦横断測量） 例) 本業務にて実施：L=200m

54 関 連 事 業 等 ○○○ 例) 中部地方整備局静岡国道事務所

○○○ 例) 東海旅客鉄道株式会社

55 適 用 基 準 道路橋示方書（平成29年11月） 協議によりその他基準類を準用する

56 成 果 品
例)　　　　報告書A4版：部数3部

　 　　　電子データ：2部
体裁については別途指示

Ｆ

　

そ

の

他

Ｄ

　

下

部

工

条

件

Ｅ

　

基

礎

工

条

件

設　計　条　件　表　（２／２）

4.設計書添付用設計条件表
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5.  河川事業との費用負担取扱い 

 

「河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取り付け道路の工事費用の負担につい

て」（平成６年７月18日付け建設省都市､河川､道路局関係課長室長通達）によるものとする。 

  参考：「河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取り付け道路の工事費用の負担について」 

     （平成５年11月25日道路橋示方書改定に伴う質的改良の取扱いについて） 

                （平成６年９月１日付け 道建第149号 土木部長 都市住宅部長）  

     「河川工事又は道路工事により必要となる橋梁及び取り付け道路の工事費用の負担について」 

    （補足説明）               （平成６年９月16日付け 事務連絡 河川課長） 

 

 

 

荷重に関しての質的改良の取扱い 

  架替後 

架替前 
Ａ活荷重 Ｂ活荷重 

下記以外 
TL－14 

× 

○ 

TL－20 ○ 

市町村道 
TL－14 ○ 

TL－20 × 

○：質的改良にあたる 

×：質的改良ではない 

＊… 道路改築計画がない場合は河川管理者負担 

 

 

 

＊ 

5.河川事業との費用負担取扱い
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複数年施行の場合 

単年度施行の場合 

6.  他機関への工事等委託時における注意事項 

6.1.  国土交通省への委託フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約締結 

随意契約執行（国・県） 

協定締結回答（県→国） 

事前協議 

受託（○箇年）に関する 

協定協議（国→県） 

受託契約の協議（国→県） 

支出負担行為伺決裁（県） 

協定締結 

随意契約執行伺決裁（県） 

工事受託申請（県→国） 

※注意事項 

○受託事務費が発生するので、必要最低限の委託とす

ること。 

（ex.堤防開削を伴う橋台工事は委託とし、これに必

要な堤防道路の切り回しは県が施工） 

○直轄河川内の工事について、国土交通省では河川許

可工作物の工事受託要件を定めており、河川協議の

際、受託の範囲を調整しておくこと。 

○受託に伴う事務費は国土交通省の基準で積算され

るが、当初は多めの金額が計上され、竣工直前に減

額変更を求められる場合が多いため、工期に余裕を

持って協議を行うとともに、減額分の用途を考えて

おくこと。 

○補助事業の場合、受託事務費は県事務費として計上

する定率事務費の中から必要額を控除し、工事費に

計上するものとする。 

なお、下記の場合は、必要に応じて、県事務費は定

率事務費の３割の範囲内で計上できる。 

・事業の全部を委託する場合 

・一部委託であって、受託事務費が定率事務費を超

える等のため、県事務費が定率事務費の３割に満

たないこととなる場合 

（国土交通省道路局所管補助事務提要平成20年度

版pp137算定方法等欄参照） 

○複数年に工期が跨る工事となる場合は、国・県双方

で債務設定すること。 

また、年払い額についても調整の上、協定書に明記

すること。 

○会計検査への対応について調整しておくこと。 

○知事印を要する協定書等については、日付等を事前

に十分調整をしておくこと。 

○議会の議決を必要とする場合については、手続き日

程に注意すること。 

○決裁権者は、委託内容が工事であっても、財務規則

のとおり、13節委託料として取り扱うこととする。

なお、協定の決裁は、入札執行伺いの決裁規定に準

じる。 

○協定書、受託契約書とも知事名とする。 

随意契約執行伺起案（県） 

6.他機関への工事等委託時における注意事項 6.1 国土交通省への委託フロー
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設計等 

工事 

 

6.2.  ＪＲへの委託フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前協議 

計画協議（県→JR） 

計画協議回答（JR→県） 

施工受託了承 

協定締結依頼（JR→県） 

随意契約執行（県・JR） 

支出負担行為伺決裁（県） 

協定締結 

施工依頼（県→JR） 

随意契約執行伺決裁（県） 

※注意事項 

○通常は設計、工事、別々に協定を締結して進める。 

○基本的に管理費が発生するので、必要最低限の委託と

すること。 
（ex.桁の製作までは県が行い、架設からJRに委託す

る） 

○「「公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明

性確保の徹底に関する申し合わせ」について（平成21

年3月2日付け建設部長道局87号河海125号都局46

号）」を遵守すること。 

○会計検査への対応について調整しておくこと。 

○委託に伴う管理費は JR の基準で積算されるが、当初

は多めの金額が計上され、竣工直前に減額変更を求め

られる場合が多いため、工期に余裕を持って協議を行

うとともに、減額分の用途を考えておくこと。 

○補助事業の場合、管理費（事務費）は県事務費として

計上する定率事務費の中から必要額を控除し、工事費

に計上するものとする。 

なお、下記の場合は、必要に応じて、県事務費は定率

事務費の３割の範囲内で計上できる。 

・事業の全部を委託する場合 

・一部委託であって、管理費が定率事務費を超える等

のため、県事務費が定率事務費の３割に満たないこ

ととなる場合 

（国土交通省道路局所管補助事務提要平成 20 年度版

pp137算定方法等欄参照） 

○複数年に工期が跨る工事となる場合は、債務設定する

こと。また、年払い額についても調整の上、別途覚書

等取り交わすこと。 

○JR側からの計画協議回答の際、条件付きとなる場合が

多い。 

（費用負担、工事の受託内容について等） 

○JR側で施行受託了承する際には、条件付きとなる場合

が多い。（JR側の提示する金額の負担、施行期間等） 

○議会の議決を必要とする場合については、手続き日程

に注意すること。 

○決裁権者は、委託内容が工事であっても、財務規則の

とおり、13節委託料として取り扱うこととする。 

なお、覚書の決裁は、支出負担行為伺いの決裁規定に

準じる。 

○協定書、覚書とも土木事務所長名とする。 

○工事費用等の透明性確保のため、必要な資料について

提出してもらうよう、十分に協議を行い、協定に位置

付けること。 

施工受託了承 

協定締結依頼（JR→県） 

随意契約執行（県・JR） 

支出負担行為伺決裁（県） 

協定締結 

覚書取り交し（複数年施行

の場合） 

施工依頼（県→JR） 

随意契約執行伺決裁（県） 

随意契約執行伺起案（県） 

随意契約執行伺起案（県） 

6.他機関への工事等委託時における注意事項 6.2 JRへの委託フロー
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7.  添架負担金 

7.1.  添架負担金の根拠 

(1)  電話線路について 

1) 「橋の新設又は改築に際し、公衆電気通信線路を添架する場合の費用負担に関する覚書」 

～ 昭和39年 3月25日付け 建設省道路局長、建設省都市局長、日本電信電話公社施設局長 

2) 「日本電信電話公社の解散に伴う措置に関する往復文書及び覚書等について」 

～ 昭和60年 5月20日付け 建設省道路局長、建設省都市局長 

3) 「日本電信電話株式会社の行う事業のための道路の占用の取扱いについて」 

～ 昭和60年 5月20日付け 建設省道路局長、建設省都市局長 

4) 「日本電信電話株式会社と締結していた覚書等の日本電信電話株式会社再編成後の取扱いについて」 

～ 建設省都街発第 47号、建設省道政発第 48号、平成 11年 7月 1日付け 建設省都市局長、建設省道路局長 

(2)  電話線路以外について 

上記の1)～4)を準用する。 

7.2.  添架負担金の考え方 

占用物件を添架することにより荷重の増加をきたし当該橋梁の主構造の変更が必要となる場合、

増加する工事費について占用者の負担を求めるものである。 

占用物件を添架することにより主構造が変更となるかは本来構造計算により判断すべきだが、占

用物件の有無による比較設計が必要となるため上記覚書では便宜的に下記のように定めている。 

 上部工については添架支持材を含む添架総重量が占用者の全体合計で 50kg/m 以上の場合

主構造の変更が必要とみなし、負担を求める。 

 下部構造については負担を求めていない。これは通常の添架物件の荷重では設計に影響が

ないと判断していることによる。ただし、添架のために下部構造を拡幅する場合は負担を

求める。 

7.3.  添架負担金の対象額 

［上部構造の主構等力学的に添架荷重に関連するものの工事費］ 

＝［上部構造の工事費－交通の用及び交通の便益のために供せられる部分］ 

（床版（非合成の場合）、舗装、歩行者自転車用柵（高欄）、照明等）に要する工事費 

上部構造の主構等＝橋の応力計算の対象になるもの 

工事費＝製作・運搬・架設・塗装を含めた仕上がりまで 

7.添架負担金 7.1 添架負担金の根拠 7.2添架負担金の考え方 7.3添架負担金の対象額
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7.4.  添架負担金の算出方法 

［添架負担金］＝［直接費］＋［間接費］ 

直接費：本工事に係わるもの。 

間接費：上記以外で設計費等を含む。 

1) 直接費の算出 

添架負担金対象額を重量で按分して算出（千円未満切捨） 

［直接費］＝［添架負担金対象額］×［添架物重量／（死荷重＋活荷重＋添架物重量）］ 

死荷重：主構造、床版、歩行者自転車用柵（高欄）、舗装、橋梁付属物 

活荷重：Ｌ荷重（場合によりＴ荷重）、群集荷重（等分布荷重） 

添架物重量：添架物本体、支持材、取付材 

添架負担金対象額：上記を参照 

2) 間接費の算出 

［間接費］＝［直接費］×10％以内（千円未満切捨） 

7.5.  添架負担金受入までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占用予定者に添架の意志確認（土木事務所） 

添架物重量及び添架方法の確認（土木事務所） 

添架負担金の算出（土木事務所） 

添架負担金協定書（案）の作成（土木事務所） 

添架負担金協定の締結（事業担当係） 

添架者へ納入通知書の発行（道路局経理調整班より発行） 

負担金の納入 

7.添架負担金 7.4 添架負担金の算出方法 7.5添架負担金受入までの流れ

詳  細  設  計（土木事務所） 
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7.6.  添架負担金に関する注意事項 

添架負担金は添架物件の荷重により、増加する工事費の負担を求めるものである。 

したがって、占用物件を取り付けるための支材等の材料手配や工事発注等は占用者自身が行うも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.添架負担金 7.6 添架負担金に関する注意事項

歩行者自転車用柵（高欄） 

「8.1 死荷重」 の単位体積重量を用いる 

「8.2 活荷重」 参照 

※ 「6.3 添架負担金の対象額」 参照 

※ 「6.4 添架負担金の算出方法」 「①直接費の算出」 参照 

※ 「6.4 添架負担金の算出方法」 「②関節費の算出」 参照 
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7.添架負担金 7.6 添架負担金に関する注意事項
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8.  配筋図（例） 

 

 

 

 

  

8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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8.配筋図（例）
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9.  技術基準の変遷 

9.1.  耐震設計の変遷 

 

年代 耐震設計関連の規定 主な規定事項 
主な地震 

設計震度と耐震計算法 落橋防止対策 液状化対策 
1920年 
(大正9年) 
 
 
1940年 
(昭和15年) 
 
1960年 
(昭和30年) 
 
1970年 
(昭和45年) 
 
 
 
1980年 
(昭和55年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990年 
(平成2年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000年 
(平成12年) 
 
 
 
 
 
 
 
2010年 
(平成22年) 
 
 
 
 
 

1926年(大正15年) 
道路構造に関する細則
案 

・ 最強地震力を考慮する。たたし、具体的な数値、計
算方法は示されず 

・ 震度法による耐震計算
規定なし 規定なし 

1923年(大正12年) 
 関東大震災 
 
1948年(昭和23年) 
 福井地震(7.1) 
1952年(昭和27年) 
 十勝沖地震(M8.2) 
 
1964年(昭和39年) 
 新潟地震(M7.5) 
1968年(昭和43年) 
 十勝沖地震(M7.9) 
1971年(昭和46年) 

米国ｻﾝﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ地震(M6.6)
1978年(昭和53年) 
 宮城県沖地震(M7.4) 
 
1982年(昭和57年) 
 浦賀沖地震(M7.1) 
1983年(昭和58年) 
 日本海中部地震(M7.7) 
 
 
 
1989年(平成元年) 
 米国ﾛﾏﾌ ﾘ゚ｴｰﾀ地震(M7.1) 
 
 
 
 
 
 
 
1993年(平成5年) 
 釧路沖地震(M7.5) 
 北海道南西沖地震(M7.8) 
1994年(平成6年) 
 米国ﾉｰｽﾘｯｼﾞ地震(M6.7) 
 
1995年(平成7年) 
 兵庫県南部地震(M7.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999年(平成11年) 
 台湾集集地震(M7.3) 
ﾄﾙｺｺｼﾞｬｴﾘ地震(M7.4) 

2000年(平成12年) 
 鳥取県西部地震(M7.3) 
2001年(平成13年) 
 芸予地震(M6.7) 
2003年(平成15年) 
 十勝沖地震(M8.0) 
2004年(平成16年) 
 新潟県中越地震(M6.8) 
  ｲﾝﾄﾞﾈｼｱｽﾏﾄﾗ島沖地震 

(M9.1) 
2007年(平成19年) 
 能登半島地震(M6.9) 
  新潟県中越沖地震(M6.8) 
2008年(平成20年) 
岩手･宮城内陸地震(M7.2) 

2010年(平成22年) 
 ﾁﾘ地震(M8.8) 
2011年(平成23年) 
東北地方太平洋沖地震 
(M9.0) 
 
 
 
 
 

2016年(平成28年) 
熊本地震(M7.3) 

1939年(昭和14年) 
鋼道路橋設計示方書案 

・ 水平加速度0.2g及び鉛直加速度0.1gを標準 
・ 震度法による耐震計算 規定なし 規定なし 

1956年(昭和31年) 
鋼道路橋設計示方書 

・ 水平震度は0.1～0.358とし、地盤別、地域別に9
種類に分類して規定・震度法による耐震計算 規定なし 規定なし 

1964年(昭和39年) 
鋼道路橋設計示方書 

・ 同上 
規定なし 規定なし 

1971年(昭和46年) 
道路橋耐震設計指針 

・ 震度法(地域別、地盤別、重要度補正係数を考慮)
による耐震設計 

・ 応答を考慮した修正震度法 
・ 設計水平震度(0.1～0.3) 

・ 落橋防止対策を規
定(移動制限装置、
支承縁端距離、桁間
連結装置) 

・ 液状化の可能性を
Ｎ値、粒度特性等に
より判定し、液状化
する土層の支持力
を無視 

1980年(昭和55年) 
道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・ 震度法(地域別、地盤別、重要度補正係数を考慮)
による耐震計算 

・ 応答を考慮した修正震度法 
・ 設計水平震度(0.1～0.3) 
・ 地震時変形性能の照査法 
・ 動的解析の位置づけを行い、設計地震入力を規定
・ 下部構造編において、鉄筋コンクリート橋脚の軸
方向鉄筋段落し部の設計法、せん断力に対する設
計法を見直し

・ 落橋防止対策を規
定(移動制限装置、
桁かかり長、落橋防
止装置) 

・ 土の永浄化強度と
地震荷重の比較に
よる液状化の判定
法を規定し、液状化
の程度に応じて、土
層の土質定数を低
減 

1990年(平成2年) 
道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・ 比較的生じる可能性の高い中規模程度の地震に
対しては構造部としての健全性が損なわれず、大
正12年の関東地震のような稀に起こる大きな地
震に対して落橋などが生じないことを目標 

・ 震度法と修正震度法を統合し、新たに震度法(地
域別、地盤別、重要度別、固有周期補正係数を考
慮)による耐震計算 

・ 設計水平震度(0.1～0.3) 
・ 連続橋の耐震計算法を規定 
・ 鉄筋コンクリート橋脚に対する地震時保有水平
耐力の照査を規定(設計震度：0.7～1.0) 

・ 動的解析による安全性の照査方法を規定 

・ 同上 ・ 同上 
 ただし、砂質土層の
影響か強度の算定方
法に細粒分の影響を
考慮し、液状化判定方
法を高度化 

1995年(平成7年) 
兵庫県南部地震により
被災した道路橋の復旧
に係る仕様 

・ 同上、さらに以下を追加 
・ 平成 7 年兵庫県南部地震のように発生頻度が極
めて低いマグニチュード 7 級の内陸直下型地震
による地震動(タイプⅡの地震動)を考慮 

・ 強度を向上させると同時に、変形性能を高めて橋
全体として地震に耐える構造を目指す 

・ 地震動と橋の重要度に応じて橋の耐震性能を確
保することを目標(健全性を損なわない、致命的
な被害を受けない、限定された損傷にとどめる)

・ 地震の影響の大きい部材(RC 橋脚)、鋼製橋脚、
基礎支承等に対する地震時保有水平耐力の照査
の実施(設計震度：1.5～2.0) 

・ 動的解析による兵庫県南部地震に対する安全性
の照査 

・ 免震設計の採用 
・ ねばり強い構造のための配筋細目等

・ 同上 
 ただし、落橋防止
装置の強度を強化す
るとともに、複数個
の落橋防止装置を設
置。また、緩衝機能を
付与 

・ 同上 
 ただし、礫質土の一
部を液状化の判定範
囲に含めるとともに、
流動化の影響を考慮 

1996年(平成8年) 
道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・ 同上 
・ RC橋脚の設計法、鋼製橋脚の設計法の高度化(せ
ん断応力度の寸法効果の考慮、編成系能評価式、
コンクリートを充填しない場合の鋼製橋脚の設
計法) 

・ 同上 
 ただし、必要な機
能を明確にして落橋
防止システムを構成
(桁かかり長、落橋防
止構造、変位制限構
造、段差防止構造か
ら選択) 

・ 液状化の判定法(判
定範囲、地震力、液
状化強度評価式等、
土質定数の低減法)
を見直し・流動化に
対する基礎の設計
法を導入 

2002年(平成14年) 
道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・ 同上 
・ 性能規定型の技術基準を指向 
・ 耐震性能1～3(健全性を損なわない性能、損傷が
致命的とならない性能、損傷が限定的となり、機
能回復が速やかに行い得る性能)の定義、性能の
観点、限界状態の設定法 

・ 鋼製橋脚の設計法、橋台基礎の設計法、上部構造
の限界状態評価法の高度化等 

・ 動的解析の活用

同上 同上 

2012年(平成24年) 
道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・ 同上 
ただし、東海地震、東南海地震、南海地震等の

プレート境界型の大規模地震による地震動を考慮
するために、設計地震動(タイプⅠの地震動)を見直
し 
・ 地震の影響を支配的に受ける部材に求められる
基本事項を明示 

・ RC橋脚、鋼製橋脚の限界状態の評価方法の高度
化 

・ 同上 
 ただし、橋の構造
特性に応じてより合
理的に落橋を防止で
きるようにするため
に規定を見直し 
支承部の役割と落
橋防止システムの役
割明確化 
取付部の規定を強
化 

・ 同上 
レベル1地震動に対
する基礎の耐震設
計法の見直し 

 
レベル１地震動
に対する基礎の耐
震設計法の見直し 
レベル２地震動
に対する基礎の耐
震設計の合理化 
液状化判定の精度
の確保のための地盤
調査・土質調査の留意
点を明記 

2017(平成29年) 
道路橋示方書 
Ⅴ耐震設計編 

・ 同上 
・ 部分係数設計法及び限界状態設計法の導入 
・ 津波や断層変位が想定される場合はこれを考慮
してて架橋位置や橋梁形式を選定する。 
 

・ 同上 
 ただし，落橋防止
システムは，設計方
向（橋軸方向，橋軸直
角方向，回転方向）で
必要な対策を行う。 

 

・ 同上 
 ただし、既往地震
における液状化の実
態に基づき，砂の液
状化強度式の見直し
を実施。 

 

9.技術基準の変遷 9.1 耐震設計の変遷
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表 9-1 道路橋の落橋防止対策に関する規定の変遷 

 
桁かかり長SE 

(支承縁端距離S) 
落橋防止構造 

(桁間連結装置) 

橋軸方向 
変位制限構造 

(移動制限構造) 

橋軸直角方向 
変位制限構造 
(横変位拘束構造) 

昭和43年 

(支承縁端距離) 
・  ≦100mの場合 

S≧0.2+0.005  
・  =100～150m 

S≧0.3+0.004  
 
 
 

なし なし なし 

昭和46年 

(支承縁端距離) 
・  ≦100mの場合 

S≧0.2+0.005  
・  ≧100mの場合 

S≧0.3+0.004  
・ 重要な橋，４種地盤 

S≧0.35 
・ かけ違いの場合 

(ゲルバー形式) 
S≧0.6 
S≧0.7(４種地盤) 

設置規定はあるが設計荷

重の規定なし 
1.5khRd 

(可動支承部) なし 

昭和55年 
平成2年 

(支承縁端距離) 
・  ≦100mの場合 

S≧0.7+0.005  
・  ≧100mの場合 

S≧0.8+0.004  

2khRd 同上 なし 

平成8年 
（平成7年） 
平成14年 

SE=uR+uG≧SEM 
SEM=0.7+0.005  

uG=εGL 
1.5khRd 3khRd 

(タイプＡの支承部) 3khRd 

平成24年 同上 

・上下部構造を連結する
形式の場合 

HF=PLG 
HF≦1.5Rd 

・ 2 連の桁を連結する形
式の場合 

HF=1.5Rd 

なし HS=PTR 
HS≦3khRd 

平成29年 

・ 橋軸方向 
SE=uR+uG≧SEM 

SEM=0.7+0.005  
uG=εGL 

・ 橋軸直角方向 
上記 SE だけ上部構造
が移動した場合に下部

構造に留まる。 
・ 回転方向 

SEθR=2Lsin（αE/2） 
×cos（αE/2－θ）

同上 同上 同上 
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9.2.  道路橋示方書の変遷 

 

年 月 名   称 

S37年 3月 

（道路橋技術基準） 
・ 鋼道路橋の合成桁設計施工指針 
・ スラブ橋用プレストレストコンクリート橋ゲタ 
・ ケタ橋用プレストレストコンクリート橋ゲタ 
・ 溶接プレートガーダー橋標準設計 
・ 鉄筋コンクリートゲタ標準設計 

S37年11月 
・ 鋼道路橋設計示方書 
・ 鋼道路橋整作示方書 

S40年 7月 プレストレストコンクリート（ＰＣ道路橋）の設計 
S40年 9月 横断歩道橋の設計基準 
S42年 9月 鋼道路橋の一方向鉄筋コンクリート床版の配筋の設計 
S43年 3月 プレストレストコンクリート道路橋示方書 
S44年11月 溶接鋼道路橋示方書 
S46年 3月 鋼道路橋の鉄筋コンクリート床版の設計 

S46年 3月 
・ 道路橋耐震設計指針 
・ 道路橋下部構造設計指針ケーソン基礎の設計編 

S47年 3月 道路橋示方書（共通編、鋼橋編） 
S47年 6月 ＰＣ橋、ＲＣ橋の一部改正 
S47年 8月 横断歩道橋の設計基準 
S48年 1月 場所打ちぐいの設計施工編 
S48年 4月 特定の路線にかかる橋・高架橋の道路等の基準 
S48年 5月 歩道および立体横断施設の構造 
S51年 8月 くい基礎の設計編の改訂 
S52年 9月 ケーソン基礎の施工編 
S53年 1月 道路橋示方書（コンクリート橋編の制定及び共通編の一部修正） 
S53年 4月 道路橋鉄筋コンクリート床版の設計・施工 
S54年 8月 道路橋示方書Ⅲ．コンクリート橋編の制定に伴う処置について 
S55年 4月 道路橋示方書（Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋編、Ⅳ下部構造編、Ⅴ耐震設計編） 

S59年 2月 

・ 道路橋鉄筋コンクリート床版の設計・施工指針 
・ 鋼管矢板基礎設計指針 
・ 小規模吊橋指針 
・ 道路橋の塩害対策指針（案） 

H 2年 2月 道路橋示方書（Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋編、Ⅲコンクリート橋編、Ⅳ下部構造編、Ⅴ耐震設計編） 
H 6年 2月 道路橋示方書（Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋編、Ⅲコンクリート橋編、Ⅳ下部構造編） 
H 7年 6月 「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」の準用に関する参考資料（案） 
H 8年12月 道路橋示方書（Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋編、Ⅲコンクリート橋編、Ⅳ下部構造編、Ⅴ耐震設計編） 
H14年 3月 道路橋示方書（Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋編、Ⅲコンクリート橋編、Ⅳ下部構造編、Ⅴ耐震設計編） 
H24年 3月 道路橋示方書（Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋編、Ⅲコンクリート橋編、Ⅳ下部構造編、Ⅴ耐震設計編） 
H29年11月 道路橋示方書（Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋・鋼部材編、Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編、Ⅳ下部

構造編、Ⅴ耐震設計編） 
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9.3.  便覧の変遷 

 

年 月 名    称 
S45年 道路橋伸縮装置便覧 
S47年 鋼道路橋施工便覧 
S48年 道路橋支承便覧 
S54年 道路橋支承便覧（施行編） 
S54年 道路橋補修便覧 
S54年 鋼道路橋塗装便覧 
S54年 鋼道路橋設計便覧 
S55年 鋼道路橋設計便覧 改訂 
S59年 コンクリート道路橋施工便覧 
S59年 道路橋の塩害対策指針（案）・同解説 
S60年 鋼道路橋施工便覧 改訂 
S60年 コンクリート道路橋設計便覧 
H 2年 鋼道路橋塗装便覧 改訂 
H 3年 道路橋耐風設計便覧 
H 3年 道路橋支承便覧 改訂 
H 6年 コンクリート道路橋設計便覧 改訂 
H 9年 鋼橋の疲労 
H10年 コンクリート道路橋施工便覧 
H14年 鋼道路橋の疲労設計指針 
H16年 道路橋支承便覧 改訂 
H17年 鋼道路橋塗装・防食便覧 改訂 
H19年 杭基礎設計便覧 改訂 
H19年 杭基礎施工便覧 改訂 
H19年 道路橋床版防水便覧 
H19年 道路橋耐風設計便覧 
H24年 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 
H26年 鋼道路橋防食便覧 改訂 
H31年 2月 道路橋支承便覧 
R 2年 9月 鋼道路橋設計便覧 
R 2年 9月 鋼道路橋施工便覧 
R 2年 9月 コンクリート道路設計便覧 
R 2年 9月 コンクリート道路橋施工便覧 
R 2年 9月 杭基礎設計便覧 
R 2年 9月 杭基礎施工便覧 
R 2年10月 鋼道路橋疲労設計便覧 
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9.4.  コンクリート標準示方書の変遷 

 

年 月 名    称 
S24年 7月 コンクリート標準示方書 
S26年 6月 コンクリート標準示方書 
S31年 9月 コンクリート標準示方書 
S33年11月 コンクリート標準示方書 
S42年 7月 コンクリート標準示方書及び同解説 
S52年 1月 昭和49年制定 コンクリート標準示方書及び同解説【昭和52年版】 
S55年 4月 昭和49年制定 コンクリート標準示方書及び同解説【昭和55年版】 
S54年 1月 昭和53年制定 プレストレストコンクリート標準示方書 
S61年 1月 コンクリート標準示方書（規準編、設計編、施工編） 
H 3年 9月 コンクリート標準示方書（規準編、設計編、施工編） 
H 6年 3月 コンクリート標準示方書（規準編） 
H 8年 3月 コンクリート標準示方書（規準編、設計編、施工編、舗装編） 
H11年11月 コンクリート標準示方書（規準編） 
H13年 1月 コンクリート標準示方書（維持管理編） 
H14年 3月 コンクリート標準示方書（規準編、構造性能照査編、施工編、舗装編、ダムコンクリート編） 
H17年 3月 コンクリート標準示方書（規準編） 
H20年 3月 コンクリート標準示方書（設計編、施工編、維持管理編、ダムコンクリート編） 
H22年11月 コンクリート標準示方書（規準編） 
H25年 3月 コンクリート標準示方書（基本原則編、設計編、施工編） 
H25年10月 コンクリート標準示方書（維持管理編、ダムコンクリート編） 
H25年11月 コンクリート標準示方書（規準編） 
H31年 3月 コンクリート標準示方書（設計編） 
R元年 7月 コンクリート標準示方書（施工編） 
R 2年10月 コンクリート標準示方書（規準編） 
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9.5.  基準の変遷 

9.5.1.  荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

名
称
 

橋
の
等
級
 

活
荷
重
 

衝
撃
係
数
 

道
路
の
種
類
 

等
級
 

車
道
 

歩
道
 

載
荷
の
方
法
 

車
両
荷
重
 

等
分
布
荷
重
 

大
正
8
年
,1
5
年
で
 

は
群
衆
荷
重
と
称
す
 

群
衆
荷
重
 

昭
和
14
年
で
は
，
等
分
布
荷
重

と
称
す
 

自
動
車
 

転
圧
機
 

明
治
19
年
8
月

(1
88
6)
国
県
道
の

築
造
標
準
(内
務
省

訓
令
第
13
号
) 

国
道
 

県
道
 

規
定
な
し
 

規
定
な
し
 

車
道
・
歩
道
の
区
分
な
し
 

40
0
貫
/坪
（
45
0k
gf
/m
2 ）
 

橋
上
全
面
に
積
載
す
る
 

規
定
な
し
 

大
正
8
年
12
月

(1
91
9)
道
路
構
造

令
お
よ
び
街
路
構

造
令
(内
務
省
令
) 

街
路
 

規
定
な
し
 

3,
00
0
貫
 

(1
1,
25
0k
gf
) 

15
tf
 

15
貫
7
尺

2 （
≒
61
3k
gf
/ｍ

2 ）
 

径
間
に
応
じ
相
当
軽
減
す
る
こ
と
を
得
 

 
規
定
な
し
 

国
道
 

規
定
な
し
 

2,
10
0
貫
 

(7
,8
75
kg
f)
 

12
tf
 

12
貫
尺

2 （
≒
61
3k
gf
/ｍ

2 ）
 

径
間
に
応
じ
相
当
軽
減
す
る
こ
と
を
得
 

府
県
道
 

規
定
な
し
 

1,
70
0
貫
 

(6
,3
75
kg
f)
 

別
に
規
定
な
し
 

12
貫
尺

2 （
≒
61
3k
gf
/ｍ

2 ）
 

径
間
に
応
じ
相
当
軽
減
す
る
こ
と
を
得
 

大
正
15
年
6
月

(1
92
6)
道
路
構
造

に
関
す
る
細
則
案

(内
務
省
土
木
局
) 

街
路
 

一
等
橋
 

12
tf
 

14
tf
 

○
主
げ
た
、
主
構
 

12
0,

00
0

17
0

 
 

60
0k

gf
/ 

 
 

○
主
げ
た
、
主
構
以
外
 

60
0k
gf
/ｍ

2  

○
主
げ
た
、
主
構
 

10
0,

00
0

17
0

 
 

50
0k

gf
/ 

 
 

○
主
げ
た
、
主
構
以
外
 

60
0k
gf
/ｍ

2  

1.
自
動
車
は
橋
梁
の
縦
方

向
に
1
台
と
す
る
 

2.
転
圧
機
は
1
橋
梁
に
つ

き
1
台
と
し
他
の
車
両
と

同
時
に
載
荷
し
な
い
 

3.
車
両
は
横
の
方
向
に
4

台
ま
で
 

4.
群
衆
荷
重
は
自
動
車
転

圧
機
の
左
右
前
後
に
等
分

布
す
る
 

 
20

60
 

 
0.

3 

 
群
衆
荷
重
、
転
圧

 

機
荷
重
は
衝
撃
を

 

生
ぜ
し
め
な
い
 

国
道
 

二
等
橋
 

8t
f 

11
tf
 

○
主
げ
た
、
主
構
 

10
0,

00
0

17
0

 
 

50
0k

gf
/ 

 
 

○
主
げ
た
、
主
構
以
外
 

60
0k
gf
/ｍ

2  

○
主
げ
た
、
主
構
 

80
,0

00
17

0
 

 
40

0k
gf

/ 
 
 

○
主
げ
た
、
主
構
以
外
 

60
0k
gf
/ｍ

2  

府
県
道
 

二
等
橋
 

6t
f 

8t
f 

二
等
橋
に
同
じ
 

二
等
橋
に
同
じ
 

昭
和
14
年
2
月

(1
93
9)
鋼
道
路
橋

設
計
示
方
書
案
(内

務
局
土
木
局
) 

国
道
お
よ
び
 

小
路
(Ⅰ
)等
 

以
上
の
街
路
 

一
等
橋
 

13
tf
 

17
tf
 

l＜
30
m 

30
m≦
l≦
12
0m
 

40
0k
gf
/m
2  

(5
45
-1
.5
 l
)k
gf
/m
2  

1.
自
動
車
は
縦
方
向
に
1

台
、横
方
向
に
は
載
荷
し
な

い
 

2.
転
圧
機
は
1
橋
1
台
で

他
の
活
荷
重
と
同
時
に
載

荷
し
な
い
 

3.
等
分
布
荷
重
は
自
動
車

の
前
後
左
右
に
分
布
す
る
。

車
道
の
床
版
縦
げ
た
の
設

計
に
は
考
え
な
い
 

 
20

50
  

 

歩
道
の
等
分
布
 

荷
重
、
転
圧
機
 

荷
重
は
衝
撃
を
 

生
ぜ
し
め
な
い
 

府
県
道
お
よ
び
 

小
路
(Ⅱ
)等
 

以
上
の
街
路
 

二
等
橋
 

9t
f 

14
tf
 

l＜
30
m 

30
m≦
l≦
12
0m
 

40
0k
gf
/m
2  

(4
30
- 
l)
kg
f/
m2
 

 
（
注
）
  

小
路
(Ⅰ
)等
･･
･･
･･
幅
員
8ｍ
以
上
の
街
路
 

小
路
(Ⅱ
)等
･･
･･
･･
幅
員
4ｍ
以
上
8ｍ
未
満
の
街
路
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9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

名
称
 

橋
の
等
級
 

活
荷
重
 

衝
撃
係
数
 

道
路
の
種
類
 

等
級
 

車
道
 

歩
道
 

載
荷
の
方
法
 

車
両
荷
重
 

等
分
布
荷
重
 

群
衆
荷
重
 

昭
和
31
年
5
月

(1
95
6)
鋼
道
路
橋
設

計
示
方
書
(建
設
省
道

路
局
長
) 

一
級
国
道
、
 

二
級
国
道
、
 

主
要
地
方
道
 

一
等
級
 

20
tf
（
T-
20
）
 

荷
重
 

載
荷
重
 

等
分
布
荷
重
 

50
0k
gf
/m
2 

主
桁
 

35
0k
gf
/m
2  

1.
床
版
お
よ
び
床
組
の

車
道
部
は
T
荷
重
と
し
、

自
動
車
は
縦
方
向
に
1

台
、
横
方
向
に
制
限
し
な

い
 

2.
主
げ
た
に
は
L
荷
重
と

し
載
荷
範
囲
は
制
限
し

な
い
。
載
荷
重
は
1
橋
に

つ
き
1
個
 

 ＝
20

50
  

 

歩
道
の
群
衆
荷
 

重
は
衝
撃
を
生
 

ぜ
し
め
な
い
 

L≦
80
 

L＞
80
 

L-
20
 

α
×
5,
00
0 

kg
f/
m2
 

α
×
35
0 

kg
f/
m2
 

α
×
(4
30
-l
) 

kg
f/
m2
 

都
道
府
県
道
 

市
町
村
道
 

二
等
級
 

14
tf
（
T-
14
）
 

L-
14
 

一
等
級
の
70
% 

 

（
注
）
床
版
お
よ
び
床
組
の
設
計
･･
･T
荷
重
 

 
 
 
主
げ
た
の
設
計
･･
･･
･･
･･
･･
･L
荷
重
 

注
）
α
＝

l 
 

 
 

. 

  
 

 
α

 
0.

75
 

w＝
L
荷
重
の
載
荷
幅
（
m）
 

昭
和
39
年
8
月

(1
96
4)
鋼
道
路
橋
設

計
示
方
書
(建
設
省
道

路
局
長
) 

同
上
 

同
上
 

荷
重
 

主
載
荷
荷
重
(幅
5.
5m
) 

従
載
荷
 

荷
重
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

載
荷
重
 

P 

kg
f/
m 

等
分
布
荷
重
 

Pk
gf
/m
2  

主
載
荷
 

荷
重
の
 

50
% 

l≦
80
 

L＞
80
 

L-
20
 

5,
00
0 

35
0 

43
0-
l≧
30
0 

L-
14
 

一
等
級
の
70
% 

昭
和
47
年
3
月

(1
97
2)
道
路
橋
示
方

書
Ⅰ
共
通
編
(建
設
省

都
市
局
長
、
道
路
局

長
) 

一
般
国
道
、
 

都
道
府
県
道
 

市
町
村
道
 

一
等
橋
 

20
tf
（
T-
20
）
 

同
上
 

床
版
お
よ
び

床
組
 

50
0k
gf
/m
2 

主
げ
た
は
下

段
に
す
る
 

同
上
 

橋
種
 

衝
撃
係
数
i 

備
考
 

橋
梁
 

 
20

50
  

 

都
道
府
県
道
 

市
町
村
道
 

二
等
橋
 

14
tf
（
T-
14
）
 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

橋
 

 
20

50
  

T
荷
重
 

 
7

20
  

L
荷
重
 

（
注
）
床
版
お
よ
び
床
組
の
設
計
･･
･T
荷
重
 

 
 
 
主
げ
た
の
設
計
･･
･･
･･
･･
･･
･L
荷
重
 

支
間
（
m）
 

l≦
80
 

80
＜
l≦
13
0 

l＞
13
0 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
コ
ン

ク
リ
ー
ト
橋
 

 
20

50
  

T
荷
重
 

荷
重
（
kg
f/
m2
）
 

35
0 

43
0-
l 

30
0 

 
10

25
  

L
荷
重
 

昭
和
48
年
4
月

(1
97
3)
特
定
の
路
線

に
か
か
る
橋
、
高
架
の

道
路
等
の
技
術
基
準

に
つ
い
て
(建
設
省
都

市
局
長
、
道
路
局
長
) 

湾
岸
道
路
 

高
速
自
動
車
国
道
 

そ
の
他
 

43
tf
(T
T-
43
）
 

 

1.
床
版
お
よ
び
床
組
の

車
道
部
は
TT
-4
3
を
縦
方

向
1
台
、横
方
向
T-
20
を

載
荷
す
る
 

2.
主
げ
た
に
は
L-
20
と

し
主
載
荷
重
部
に
TT
-4
3

を
横
方
向
に
2
台
載
荷
す

る
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9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

名
称
 

橋
の
等
級
 

活
荷
重
 

衝
撃
係
数
 

道
路
の
種
類
 

等
級
 

車
道
 

歩
道
 

載
荷
の
方
法
 

車
両
荷
重
 

等
分
布
荷
重
 

群
衆
荷
重
 

昭
和
55
年
2
月

(1
99
0)
道
路
橋
示
方

書
Ⅰ
共
通
編
(建
設
省

都
市
局
長
、
道
路
局

長
) 

一
般
国
道
 

都
道
府
県
道
 

市
町
村
道
 

一
等
級
 

20
rf
(T
-2
0)
 

荷
重
 

主
載
荷
重
（
幅
5.
5m
）
 

従
載
荷
 

荷
重
 

床
版
お
よ
び

床
組
 

50
0k
gf
/m
2 

主
桁
は
下
段

に
す
る
 

1.
床
版
お
よ
び
床
組
の

車
道
部
は
T
荷
重
と
し
、

自
動
車
は
縦
方
向
に
1

台
、
横
方
向
に
制
限
し
な

い
 

2.
主
桁
に
は
L
荷
重
と
し

載
荷
範
囲
は
制
限
し
な

い
。
載
荷
重
は
1
橋
に
つ

き
1
個
 

線
種
 

衝
撃
係
数
i 

備
考
 

鋼
橋
 

 ＝
20

50
  

 

線
荷
重
 

P 

Kg
f/
m 

等
分
布
荷
重
 

pk
gf
/m
2  

主
載
荷
荷

重
の
50
% 

鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
橋
 

i＝
20

50
  

T
荷
重
 

都
道
府
県
道
 

市
町
村
道
 

二
等
級
 

14
tf
（
T-
20
）
 

1≦
80
 

l＞
80
 

L-
20
 

50
00
 

35
0 

43
0-
≧
30
0 

 ＝
7

20
  

L
荷
重
 

L-
14
 

1
等
級
の
70
% 

(注
) 
床
版
お
よ
び
床
組
の
設
計
･･
･･
･･
T
荷
重
 

 
 
 
主
桁
の
設
計
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
L
荷
重
 

支
間
（
m）
 

l≦
80
 

80
＜
l≦
13
0 

l＞
13
0 

プ
レ
ス
ト
レ

ス
コ
ン
ク
リ

ー
ト
橋
 

 ＝
20

50
  

T
荷
重
 

荷
重
（
kg
f/
m2
）
 

35
0 

43
0-
l 

30
0 

 ＝
10

25
  

L
荷
重
 

湾
岸
道
路
 

高
速
自
動
車
国
道
 

そ
の
他
 

 
 
昭
和
48
年
4
月
 

 
 
(1
97
3)
特
定
の
 

 
 
路
線
に
か
か
る
 

 
 
橋
、
高
架
の
 

 
 
道
路
等
の
技
術
 

基
準
に
つ
い
て
 

(建
設
省
都
市
局
 

長
道
路
局
長
) 

43
tf
(T
T-
43
) 

 

1.
床
版
お
よ
び
床
組
の

車
道
部
は
TT
-4
3
を
縦
方

向
1
台
、
横
方
向
2
台
と

し
横
方
向
に
T-
20
を
載

荷
す
る
。
 

2.
主
桁
に
は
L-
20
と
し

主
載
荷
重
部
に
TT
-4
3
を

横
方
向
に
2
台
載
荷
す

る
。
 

 

平
成
2
年
2
月
(1
99
0)

道
路
橋
示
方
書
Ⅰ
共

通
編
(建
設
省
都
市
局

長
、
道
路
局
長
) 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

名
称
 

道
路
の
種
類
 

活
 
荷
 
重
 

衝
撃
係
数
 

車
 
 
道
 

歩
 
道
 

載
荷
の
方
法
 

設
計
自
動
車

荷
重
 

荷
重
の
 

区
 
分
 

T
荷
重
 

 

1
組
の

集
中
荷

重
 

L 
荷
 
重
 

群
集
荷
重
 

平
成
5
年
11
月

(1
99
3)
道
路
橋
示

方
書
Ⅰ
共
通
編

(
建
設
省
都
市
局

長
、
道
路
局
長
) 

高
速
自
動
車
国
道
 

一
般
国
道
 

都
道
府
県
道
 

幹
線
市
町
村
道
 

25
tf
 

主
載
荷
重
（
幅
5.
5m
）
 

従
載
荷
 

荷
 
重
 

床
版
お
よ
び

床
組
は
 

50
0k

gf
／
㎡
 

主
桁
は
等
分

布
荷
重

P 2
と

同
じ
 

1.
床
版
お
よ
び
床

組
の
車
道
部
は
Ｔ

荷
重
を
、
軸
方
向

に
1
組
、
橋
軸
直

角
方
向
に
制
限
し

な
い
で
載
荷
す

る
。

2.床
組
み
は
Ｂ

活
荷
重
の
場
合
、

断
面
力
に
係
数
を

乗
じ
る
。

3.主
桁
は

Ｌ
荷
重
と
し
、
載

荷
範
囲
は
制
限
し

な
い
。
 

同
上
 

等
分
布
荷
重
P1
 

等
分
布
荷
重
P2
 

載
荷
長
D

（
m）
 

荷
重
(k
gf
/m
2)
 

荷
重
(k
gf
/m
2)
 

曲
げ
ﾓｰ
ﾒﾝ
ﾄを

算
出
す
る
場

合
 

せ
ん
断
力
を

算
出
す
る
場

合
 

支
間
長
L(
m)
 

L≦
80
 

80
＜
L≦

13
0 

13
0＜
L 

B
活
荷
重
 

20
tf
 

10
 

1,
00
0 

1,
20
0 

35
0 

43
0-
L 

30
0 

主
載
荷
 

荷
重
の
 

50
% 

そ
の
他
の
市
町
村
道
 

A
活
荷
重
 

6 

(注
) 
床
版
お
よ
び
床
組
の
設
計
・
・
・
・
T
荷
重
 

 
 
 
主
桁
の
設
計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
L
荷
重
 

 
 
 
平
成
2
年
と
T
荷
重
、
L
荷
重
の
モ
デ
ル
は
異
な
る
 

部
材
の
支
間
長
L(
m)
 

L≦
4 

L＞
4 

床
組
等
の
設
計
に
用
い
る
係
数
 

(B
活
荷
重
の
み
) 

1.
0 

L/
32
-7
/8
≦
1.
5 
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9.5.2.  鋼橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表
 9

-2
 
鋼
橋
の
変
遷

 
9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

NO
 

年
・
月
 

(西
暦
) 

基
準
等
 

連
結
構
造
 

基
本
許
容
応
力
度
(k
gf
/c
m2
) 
( 
)は
軸
圧
縮
 

備
考
 

鋲
 

溶
接
 

HT
B 

40
㌔
鋼
 

50
㌔
鋼
 

53
㌔
鋼
 

60
㌔
鋼
 

床
版
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
 

σ
ck
 

曲
げ
σ
a 

1 
S1
4.
2 

(1
93
9)
 

鋼
道
路
橋
設
計
示
方
書
案
 

  
〃
 
 製
作
 
〃
 

○
 

 
 

13
00
 

(1
10
0)
 

－
 

－
 

－
 

 
45
or
 

σ
28
/3
 

・
支
間
12
0m
以
下
の
構
造
用
鋼
を
使
用
す
る
鋲
結
鋼
橋
 

・
橋
桁
の
製
作
は
本
示
方
書
及
び
設
計
図
に
よ
る
 

2 
S3
1.
5 

(1
95
6)
 

鋼
道
路
橋
設
計
示
方
書
案
 

 
 〃
 
 製
作
 
〃
 

○
 

 
 

13
00
 

(1
20
0)
 

－
 

－
 

－
 

 
70
or
 

σ
28
/3
 

・
荷
重
改
正
：
1
等
橋
 
TL
-1
4→
TL
-2
0 

 
 
 
 
 
 
2
等
橋
 
TL
- 
9→
TL
-1
4 

・
1
方
向
版
と
し
て
の
床
版
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
式
と
配
力
鉄
筋
は
主
鉄
筋
の
25
%以
上
と
し
て
い
る
 

3 
S3
2.
7 

(1
95
7)
 

溶
接
鋼
道
路
橋
示
方
書
 

 
○
 

 
13
00
 

(1
20
0)
 

－
 

－
 

－
 

 
 

・
板
厚
お
よ
び
施
工
条
件
に
よ
り
使
用
鋼
材
質
明
確
化
 

・
許
容
応
力
度
を
高
く
す
る
 

・
工
場
突
合
せ
溶
接
強
度
＝
母
材
強
度
 

・
合
成
応
力
に
対
す
る
許
容
応
力
度
を
規
定
 

・
繰
り
返
し
応
力
お
よ
び
応
力
集
中
に
対
す
る
注
意
点
 

4 
S3
5.
1 

(1
96
0)
 

鋼
道
路
橋
の
合
成
桁
設
計
 

施
工
指
針
 

○
 

○
 

 
13
00
 

(1
20
0)
 

－
 

－
 

－
 

 
80
or
 

σ
28
/4
 

・
原
則
と
し
て
単
純
合
成
桁
を
扱
っ
て
い
る
。
連
続
、
ゲ
ル
バ
ー
桁
は
範
囲
外
 

・
施
工
の
良
否
が
橋
全
体
の
強
度
を
左
右
す
る
と
忠
告
 

5 
S3
9.
6 

(1
96
4)
 

鋼
道
路
橋
設
計
示
方
書
案
 

 
〃
 
 
製
作
 
〃
 

○
 

 
 

14
00
 

(1
30
0)
 

19
00
 

(1
80
0)
 

－
 

－
 

 
80
or
 

σ
28
/3
 

・
適
用
支
間
長
を
12
0m
か
ら
15
0m
に
拡
大
 

・
50
キ
ロ
級
の
許
容
応
力
度
を
追
加
 

・
40
㌔
鋼
の
許
容
応
力
度
を
改
正
 

6 
S3
9.
5 

(1
96
4)
 

溶
接
鋼
道
路
橋
示
方
書
 

 
○
 

 
14
00
 

(1
40
0)
 

19
00
 

(1
90
0)
 

－
 

－
 

 
 

・
40
㌔
鋼
の
許
容
応
力
度
を
改
正
 

・
鋼
床
版
構
造
の
規
定
 

・
現
場
溶
接
の
許
容
応
力
度
を
工
場
の
90
%と
規
定
 

・
「
4
章
修
理
お
よ
び
補
強
」
を
掲
載
、
リ
ベ
ッ
ト
構
造
を
溶
接
で
補
強
す
る
場
合
の
注
意
を
掲
載
 

7 
S4
8.
2 

(1
97
3)
 

道
路
橋
示
方
書
Ⅱ
鋼
橋
編
 

 
○
 

○
 

14
00
 

(1
40
0)
 

19
00
 

(1
90
0)
 

21
00
 

(2
10
0)
 

26
00
 

(2
60
0)
 

非
合
成
 

σ
ck
＞
21
0 

合
成
 

 
＞
28
0 

ﾌﾟ
ﾚｽ
ﾄﾚ
ｽ導
入
 

 
＞
30
0 

10
0o
r 

σ
ck
/3
 

 
10
0o
r 

σ
ck
/3
.5
 

・
道
路
教
示
方
書
が
Ⅰ
共
通
編
、
Ⅱ
鋼
橋
編
、
Ⅲ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
編
、
Ⅳ
下
部
工
編
、
Ⅴ
耐
震
設
計
編
に
分
冊
 

・
ア
ー
チ
、
ケ
ー
ブ
ル
、
鋼
管
構
造
、
ラ
ー
メ
ン
構
造
を
親
切
 

・
耐
候
性
鋼
材
を
新
規
追
加
 

・
許
容
圧
縮
応
力
度
を
わ
た
み
、
残
留
応
力
の
影
響
を
考
慮
し
た
溶
接
主
体
型
に
改
訂
 

・
許
容
曲
げ
圧
縮
応
力
度
を
横
倒
れ
座
屈
耐
荷
力
か
ら
決
定
 

・
高
力
ボ
ト
ル
規
定
 

・
腹
板
厚
の
規
定
改
訂
、
合
成
応
力
の
検
算
規
定
新
設
 

・
連
続
合
成
桁
の
適
用
を
容
認
 

・
鋼
管
構
造
、
ラ
ー
メ
ン
構
造
の
規
定
新
設
 

8 
S5
5.
2 

(1
98
0)
 

道
路
橋
示
方
書
Ⅱ
鋼
橋
編
 

 
○
 

○
 

14
00
 

(1
40
0)
 

19
00
 

(1
90
0)
 

21
00
 

(2
10
0)
 

26
00
 

(2
60
0)
 

非
合
成
 

σ
ck
＞
21
0 

合
成
 

 
＞
28
0 

ﾌﾟ
ﾚｽ
ﾄﾚ
ｽ導
入
 

 
＞
30
0 

10
0o
r 

σ
ck
/3
 

 
10
0o
r 

σ
ck
/3
.5
 

・
SM
58
材
の
許
容
応
力
の
追
加
 

・
板
と
補
剛
板
へ
の
局
部
座
屈
の
影
響
考
慮
 

・
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
の
応
力
伝
達
方
式
に
よ
る
計
算
方
式
の
改
訂
 

・
SM
58
Y
と
SM
58
材
の
鋼
床
版
適
用
へ
の
規
定
追
加
 

・
縦
リ
ブ
に
対
す
る
疲
労
を
考
慮
し
た
許
容
応
力
度
 

・
ア
ー
チ
変
形
の
影
響
の
判
定
式
＆
終
局
強
度
照
査
 

・
高
力
ボ
ル
ト
接
合
面
の
防
錆
処
理
 

9 
H2
.2
 

(1
99
0)
 

道
路
橋
示
方
書
Ⅱ
鋼
橋
編
 

 
○
 

○
 

S5
5
年
と
同
じ
 

・
RC
床
版
厚
の
規
定
を
改
訂
（
d＝
kl
×
k2
×
d0
）
 

・
斜
長
橋
の
ケ
ー
ブ
ル
安
全
率
3.
5→
2.
5 

10
 

H6
.2
 

(1
99
4)
 

道
路
橋
示
方
書
Ⅱ
鋼
橋
編
 

 
○
 

○
 

S5
5
年
と
同
じ
 

非
合
成
 

σ
ck
＞
21
0 

合
成
 

 
＞
27
0 

ﾌﾟ
ﾚｽ
ﾄﾚ
ｽ導
入
 

 
＞
30
0 

S5
5
年
 

と
同
じ
 

・
40
～
60
㌔
鋼
に
つ
い
て
引
張
る
試
験
に
よ
り
機
械
的
性
質
を
掲
載
 

・
活
荷
重
を
25
t
と
し
，
A･
B
活
荷
重
と
し
た
 

11
 

H8
.1
2 

(1
99
6)
 

道
路
橋
示
方
書
Ⅱ
鋼
橋
編
 

 
○
 

○
 

40
以
上
 

 
 1
40
0 

40
～
70
 

 
 1
30
0 

70
～
10
0 

 
 1
30
0 

40
以
上
 

 
 1
90
0 

40
～
70
 

 
 1
75
0 

70
～
10
0 

 
 1
75
0 

40
以
上
 

 
 2
10
0 

40
～
70
 

 
 2
00
0 

70
～
10
0 

 
 1
95
0 

40
以
上
 

 
 2
60
0 

40
～
70
 

 
 2
50
0 

70
～
10
0 

 
 2
45
0 

S5
5
年
と
同
じ
 

・
鋼
部
材
の
板
厚
40
以
下
、
40
～
75
、
75
～
10
0m
m
に
つ
い
て
許
容
応
力
度
を
分
類
 

12
 

H1
4.
3 

(2
00
2)
 

道
路
橋
示
方
書
Ⅱ
鋼
橋
編
 

 
○
 

○
 

H8
年
と
同
じ
 

（
表
示
は
SI
単
位
系
と
な
っ
て
い
る
）
 

・
疲
労
の
影
響
を
考
慮
し
、
耐
久
性
の
向
上
を
図
っ
た
 

・
溶
接
構
造
用
耐
候
性
鋼
の
標
準
的
な
板
厚
を
10
0m
m
と
し
た
 

・
鋼
力
ボ
ル
ト
引
張
接
合
継
手
、
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
床
版
に
つ
い
て
の
規
定
 

13
 

H2
4.
3 

(2
01
2)
 

道
路
橋
示
方
書
Ⅱ
鋼
橋
編
 

 
○
 

○
 

H8
年
と
同
じ
 

（
表
示
は
SI
単
位
系
と
な
っ
て
い
る
）
 

・
高
力
ボ
ル
ト
摩
擦
接
合
の
す
べ
り
係
数
の
見
直
し
 

 
0.
4→
0.
45
（
無
機
ジ
ン
ク
リ
ッ
チ
ペ
イ
ン
ト
を
塗
布
し
た
場
合
）
 

 

NO
 

年
・
月
 

(西
暦
) 

基
準
等
 

鋲
 

溶
接
 

HT
B 

鋼
材
の
降
伏
強
度
の
特
性
値
(N
/m
m2
) 

床
版
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
の
設
計
基
準
強
度

σ
ck
(N
/m
m2
) 

ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
の
曲
げ
圧
縮
応
力
度
の

制
限
値
(N
/m
m2
) 

備
考
 

SS
40
0 

SM
40
0 

SM
A4
00
W 

SM
49
0 

SM
49
0Y
 

SM
52
0 

SM
A4
90
W 

SB
HS
40
0 

SB
HS
40
0W
 

SM
57
0 

SM
A5
70
W 

SB
HS
50
0 

SB
HS
50
0W
 

設
計
基
準
強
度
(N
/m
m2
) 

24
 

27
 

30
 

14
 

H2
9.
11
 

(2
01
7)
 

道
路
橋
示
方
書
 

Ⅱ
鋼
橋
・
鋼
部
材
編
 

 
○
 

○
 

～
40
mm
 

⇒
23
5 

40
～
75
mm
 

⇒
21
5 

75
mm
～
 

⇒
21
5 

～
40
mm
 

⇒
31
5 

40
～
75
mm
 

⇒
29
5 

75
mm
～
 

⇒
29
5 

～
40
mm
 

⇒
35
5 

40
～
75
mm
 

⇒
33
5 

75
～
10
0m
m 

⇒
32
5 

～
40
mm
 

⇒
40
0 

40
～
75
mm
 

⇒
40
0 

75
～
10
0m
m 

⇒
40
0 

～
40
mm
 

⇒
45
0 

40
～
75
mm
 

⇒
43
0 

75
～
10
0 

⇒
42
0 

～
40
mm
 

⇒
50
0 

40
～
75
mm
 

⇒
50
0 

75
～
10
0m
m 

⇒
50
0 

・
合
成
作
用
を
考
慮
し
な
い
 

⇒
24
N/
mm
2
以
上
 

・
合
成
作
用
を
考
慮
 

⇒
27
N/
mm
2
以
上
 

・
ﾌﾟ
ﾚｽ
ﾄﾚ
ｽ導
入
 

⇒
30
N/
mm
2
以
上
 

・
鋼
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
合
成
床
版
 

⇒
30
N/
mm
2
以
上
 

8.
0 

9.
0 
 7.
7 

10
.0
 

 8.
6 

・
部
分
係
数
設
計
法
及
び
限
界
状
態
設
計
法
の
導
入
 

・
桁
と
床
版
の
合
成
効
果
を
考
慮
す
る
設
計
が
標
準
と
な
り
，
ず
れ
止
め
は
頭
付
き
ス

タ
ッ
ド
が
標
準
と
な
っ
た
 

・
橋
梁
用
高
降
伏
点
鋼
板
(S
BH
S4
00
，
SB
HS
40
0W
，
SB
HS
50
0，
SB
HS
50
0W
)が
規
定
 

・
橋
の
設
計
供
用
期
間
10
0
年
を
標
準
と
す
る
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表 9-3 床版の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鉄筋コンクリート標準示方書 鉄筋コンクリート道路橋標準示方書 

（昭和39年） 昭和6年 昭和15年 昭和24年 昭和31年 

床版の有効幅Ｂ（車両の進行方向が床版の主鉄筋に直角の場合） 区 分 適応支間 曲げﾓｰﾒﾝﾄ 

Ｂ≦2/3L+a 

≦200 

≦L1 

「道路構造に関

する細則」（大正 

15）も同じ 

Ｂ≦0.7L+a 

≦200+a 

 ≦L1 

Ｂ＝a 

Ｂ＝0.7L 

 ≦200+a 

 

の内大きい方 

 

Ｂ＝a 

B＝2/3(L+a/2) 

 

の内大きい方 

 

 

支間中央 L≦6.0m (0.1+0.075L)P 

支点上 L≦6.0m -(0.125+0.15L)P 

支持支間 L≦5.0m -(0.25+0.28L)P 

上表中 L：床版の支間（cm） 

    L1：床版の幅（cm） 

    a：荷重分配面の車両進行方向における長さ（cm）  

 支間直角方向の算定式は示されてないが，配力

鉄筋量は主鉄筋の25％以上と規程されている。 

 
道路橋示方書・コンクリート横幅 

              （昭和53年，平成2年，6年，8年） 

版の区分 
曲げモーメン

トの種類 
適用範囲 

床版の支間の 

方向 
車両進行方向に直角 

曲げモーメント

の方向 
支間方向 支間に直角方向 

単純版 
支間曲げ 

モーメント 
0≦ｌ≦4 ＋（0.12ｌ＋0.07）Ｐ 

＋（0.10ｌ＋
0.04）Ｐ 

連続版 

支間曲げ 

モーメント 
0≦ｌ≦4 ＋（単純版の80％） 

＋（単純版の

80％） 

支間曲げ 

モーメント 
0≦ｌ≦4 ＋（0.15ｌ＋0.125）Ｐ － 

片持版 
支間曲げ 

モーメント 
0≦ｌ≦1.5 

 

－ 

① 昭和53年，平成2年版 
 算定値に以下の割増し係数を乗じる。 
計算交通量のうち大型車両が一日１方向1000台以上の橋 

 床版の支間ｌ（ｍ） 割増し係数  

 ｔ≦4..0 1.2  

 
4.0＜ｌ≦6.0 1.2－(1－4)/30 

 

  
  
②平成6年，8年版 
・B活荷重の場合，算定値に下記の割増し係数を乗じる。 

 支間ｌ ｌ≦2.5 2.5＜ｌ≦4.0 4.0＜ｌ≦6.0  

 割増し係数 1.0 1.0＋(ｌ－2.5)/12 1.125＋(ｌ－4.0)/26  

・A活荷重のばあい，算定値を20％低減してよい。 

上表中 
ｌ ：Ｔ荷重に対する床版の支間（ｍ） 
Ｐ ： 8tf（１等橋），5.6tf（２等橋） ・・・・・平成2年版まで 
   10tf         ・・・・・・・・・・平成6年版以降 

9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

－Ｐ・ｌ

1.30ｌ＋0.25
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道路橋示方書（平成29年11月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9-4 遅れ破壊に関する高力ボルトの規定 

年 月 規 準 

S35年頃(1960) 高力ボルトの使用開始 

S39年(1964) JIS B 1186（摩擦接合用高力角ボルト，六角ナット，平座金）制定 

  （F7T，F9T，F11T，F13T規定） ～F13Tの破断発生～ 

S41年(1966) 鋼道路橋高力ボルト摩擦接合設計施工指針（F9T，F11Tを規定） 

S42年(1967) JIS B 1186改訂（F13T除外） ～F11Tが主体となる～ 

S45年(1970) 設計要領第二集制定（F8T，F9T，F10T，F11Tを規定） 

S45年(1970) JIS B 1186改訂（F8T，F10T，F11Tを規定） 

S47年(1972) 道路橋示方書（F8T，F10T，F11Tを規定） 

S47年(1972) 設計要領第二集改訂（道路橋示方書関連項目による） 

～F10Tが主体となる～ 

S54年(1979) JIS B 1186改訂（F11Tがカッコ書きに） 

S54年(1979) 道路橋示方書改訂（F11T除外） 

S54年(1979) 設計要領第二集改訂（F11T除外） 

9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷
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9.5.3.  コンクリート橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表
 9

-5
 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
の
変
遷

 
9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

No
. 

年
・
月
 

(西
暦
) 

基
準
等
 

ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
の
品
質
 

ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
圧
縮
応
力
度
(k
g/
cm
2)
 

鉄
筋
の
許
容
引
張
応
力
度
(k
g/
cm
2)
 

曲
げ
圧
縮
応
力
度
 

軸
圧
縮
応
力
度
 

種
類
 

引
張
応
力
 

1 
T1
5 

(1
92
6)
 

道
路
構
造
に
 

関
す
る
細
則
 

規
定
値
な
し
 

σ
28
/3
≦
65
 

（
軸
方
向
を
伴
う
場
合
も
含
む
）
 

35
（
配
分
1：
2：
4）
 

 
12
00
 

2 
S6
 

(1
93
1)
 

鉄
筋
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
標
準
 

示
方
書
 

T1
5
年
と
同
じ
 

T1
5
年
と
同
じ
 

σ
28
/4
≦
50
 

 
T1
5
年
と
同
じ
 

3 
S1
5 

(1
94
0)
 

鉄
筋
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
標
準
 

示
方
書
 

T1
5
年
と
同
じ
 

σ
28
/3
≦
70
 

（
軸
方
向
を
伴
う
場
合
も
含
む
）
 

σ
28
/4
≦
55
 

SS
41
 

T1
5
年
と
同
じ
 

4 
S2
4 

(1
94
9)
 

 
 

T1
5
年
と
同
じ
 

 
 

 
T1
5
年
と
同
じ
 

5 
S3
1 

(1
95
6)
 

鉄
筋
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
標
準
 

示
方
書
 

T1
5
年
と
同
じ
 

σ
28
/3
≦
70
 

（
軸
方
向
を
伴
う
場
合
も
含
む
）
 

－
 

SS
39
,S
S4
1,
SS
D3
9 

14
00
 

SS
49
,S
S5
0,
SS
D4
9 

16
00
 

6 
S3
9 

(1
96
4)
 

鉄
筋
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
道
路
 

橋
設
計
示
方
書
 

σ
28
≧
18
0 

18
0
以
上
 

20
0
未
満
 

20
0
以
上
 

24
0
未
満
 

24
0
以
上
 

－
 

SS
39
,S
S4
1，
SS
D3
9 

S3
1
年
と
同
じ
 

σ
28
/3
 

SS
49
,S
S5
0 

S3
1
年
と
同
じ
 

SS
D4
9 

18
00
 

7 
S5
3 

(1
97
8)
 

道
路
橋
示
方
書
・
 

皿
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
橋
編
 

σ
28
≧
21
0 

21
0 

24
0 

27
0 

30
0 

21
0 

24
0 

27
0 

30
0 

 
一
般
の
部
材
 

床
版
お
よ
び
支
間
10
m 

以
下
の
床
版
橋
 

70
 

80
 

90
 

10
0 

55
 

65
 

75
 

85
 

SR
24
,S
D2
4 

14
00
 

14
00
 

SD
30
 

18
00
 

14
00
 

SD
35
 

18
00
 

14
00
 

8 
S5
9 

(1
98
4)
 

道
路
橋
示
方
書
・
 

皿
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
橋
編
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

9 
H2
 

(1
99
0)
 

道
路
橋
示
方
書
・
 

皿
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
橋
編
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

SR
24
 

14
00
 

14
00
 

SD
30
A,
SD
30
B 

18
00
 

14
00
 

SD
35
 

18
00
 

14
00
 

10
 

H6
 

(1
99
4)
 

道
路
橋
示
方
書
・
 

皿
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
橋
編
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

H2
年
と
同
じ
 

11
 

H8
 

(1
99
6)
 

道
路
橋
示
方
書
・
 

皿
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
橋
編
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

H2
年
と
同
じ
 

12
 

H1
4.
3 

(2
00
2)
 

道
路
橋
示
方
書
・
 

皿
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
橋
編
 

σ
28
≧
21
 

（
N/
mm
2 ）
 

S5
3
年
と
同
じ
 

（
表
示
は
SI
単
位
系
と
な
っ
て
い
る
）
 

H2
年
と
同
じ
 

（
表
示
は
SI
単
位
系
と
な
っ
て
い
る
）
 

13
 

H2
4.
3 

(2
01
2)
 

道
路
橋
示
方
書
・
 

皿
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
橋
編
 

H1
4
年
と
同
じ
 

H1
4
年
と
同
じ
 

単
位
（
N/
mm
2 ）
 

一
般
の
部
材
部
材
 

床
版
お
よ
び
支
間
10
 

m
以
下
の
床
版
橋
 

SD
34
5 

18
0 

14
0 

SD
39
0 

18
0 

14
0 

SD
49
0 

18
0 

14
0 
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表
 9

-6
 
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
品
質
変
遷
と
許
容
応
力
度

 
9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

設
計
施
工
指
針
 

（
昭
和
30
年
）
 

同
左
（
昭
和
36
年
）
 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

道
路
橋
示
方
書
 

（
昭
和
43
年
）
 

道
路
橋
示
方
書
・
 

皿
ｺﾝ
ｸﾘ
ｰﾄ
橋
編
 

（
昭
和
53
、
平
成
2、
6

年
）
 

同
左
 

（
平
成
8
年
）
 

同
左
 

（
平
成
14
年
）
 

同
左
 

（
平
成
24
年
）
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
品
質
 

プ
レ
テ
ン
シ
ョ
ン
方
式
 

σ
28
≧
40
0 

σ
28
≧
35
0 

S3
6
年
と
同
じ
 

S3
6
年
と
同
じ
 

S3
6
年
と
同
じ
 

σ
28
≧
36
 

（
N/
mm
2 ）
 

H1
4
年
と
同
じ
 

ポ
ス
ト
テ
ン
シ
ョ
ン
方
式
 

σ
28
≧
30
0 

S3
0
年
と
同
じ
 

S3
0
年
と
同
じ
 

S3
0
年
と
同
じ
 

S3
0
年
と
同
じ
 

σ
28
≧
30
 

（
N/
mm
2 ）
 

H1
4
年
と
同
じ
 

コ ン ク リ ー ト の 許 容 応 力 度 

 
σ
28
 

σ
28
 

σ
28
 

σ
28
 

σ
28
 

σ
28
 

σ
28
 

30
0 

40
0 

50
0 

30
0 

40
0 

50
0 

30
0 

40
0 

50
0 

30
0 

40
0 

50
0 

30
0～
50
0 

60
0 

H8
年
と
同
じ
 

 

た
だ
し
、
単
位
は
SI

単
位
系
と
な
っ
て
い

る
。
 

H1
4
年
と
同
じ
 

曲
げ
圧
縮
 

応
力
度
 

部
材
引
張
部
 

（
ﾌﾟ
ﾚｽ
ﾄﾚ
ｯｼ
ﾝｸ
ﾞ直
後
）
 

矩
形
(長
方
形
)断
面
 

14
0 

18
0 

21
0 

S3
0
年
と
同
じ
 

S3
0
年
と
同
じ
 

15
0 

19
0 

21
0 

S5
3
年
と
同
じ
 

23
0 

I(
T)
形
、
中
空
(箱
型
)断
面
 

13
0 

17
0 

20
0 

14
0 

18
0 

20
0 

22
0 

部
材
圧
縮
部
 

（
そ
の
他
）
 

矩
形
(長
方
形
)断
面
 

11
0 

14
0 

16
0 

12
0 

15
0 

17
0 

19
0 

I(
T)
形
、
中
空
(箱
型
)断
面
 

10
0 

13
0 

15
0 

11
0 

14
0 

16
0 

18
0 

軸
方
向
 

圧
縮
応
力
度
 

引
張
部
材
（
ﾌﾟ
ﾚｽ
ﾄﾚ
ｯｼ
ﾝｸ
ﾞ直
後
）
 

80
 

11
0 

13
0 

11
0 

14
5 

17
0 

S3
6
年
と
同
じ
 

11
0 

14
5 

16
0 

17
0 

圧
縮
部
材
（
そ
の
他
）
 

80
 

11
0 

13
0 

85
 

11
0 

13
5 

15
0 

軸
方
向
 

引
張
応
力
度
 

 
12
 

15
 

18
 

(ﾌ
ﾙﾌ
ﾟﾚ
ｽﾄ
ﾚｽ
の
場
合
) 

0 
0 

0 
S4
3
年
と
同
じ
 

0 
0 

0 
0 

(ﾊ
ﾞｰ
ｼｬ
ﾙﾌ
ﾟﾚ
ｽﾄ
ﾚｽ
の
場
合
) 

12
 

15
 

18
 

曲
げ
引
張
 

応
力
 

フ ル プ レ ス ト

レ ス 

全
死
荷
重
作
用
前
 

部
材
圧
縮
部
 

8 
10
 

12
 

12
 

15
 

18
 

 
 

 

 
 

全
死
荷
重
作
用
後
 

〃
 

0 
0 

0 
S3
0
年
と
同
じ
 

設
計
荷
重
作
用
後
 

部
材
引
張
部
 

0 
0 

0 

プ レ ス ト レ ス 

パ シ ャ ブ ル 

全
死
荷
重
作
用
前
 

部
材
引
張
部
 

8 
10
 

12
 

12
 

15
 

18
 

S3
6
年
と
同
じ
 

S3
6
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

20
 

全
死
荷
重
作
用
後
 

〃
 

0 
0 

0 
S3
0
年
と
同
じ
 

0 

設
計
荷
重
作
用
後
 

部
材
引
張
り
部
が
断
面
下
側
に

あ
る
と
き
、
お
よ
び
断
面
上
側
に

あ
る
が
防
水
層
が
あ
る
と
き
。
 

20
 

25
 

30
 

S3
0
年
と
同
じ
 

12
 

15
 

18
 

同
左
 

床
版
お
よ
び
ﾌﾞ
ﾛｯ
ｸ 

目
地
 

に
対
し
て
は
0 

20
  

床
版
及
び

ﾌﾞ
ﾛｯ
ｸ目
地

に
対
し
て

は
0 

部
材
引
張
り
部
が
断
面
上
側
に

あ
り
、
防
水
層
が
な
い
と
き
。
 

12
 

15
 

18
 

PC
鋼
材
の
許
容
引
張
応
力
度
 

設
計
荷
重
作
用
時
 

0.
6σ
pu
以
下
 

0.
6σ
pu
又
は
0.
75
σ
py
 

の
う
ち
小
さ
い
方
 

S3
6
年
と
同
じ
 

S3
6
年
と
同
じ
 

S3
6
年
と
同
じ
 

S3
6
年
と
同
じ
 

S3
6
年
と
同
じ
 

ﾎﾟ
ｽﾄ
ﾃﾝ
ｼｮ
ﾝ方
式
の
場
合
の
 

ﾌﾟ
ﾚｽ
ﾄﾚ
ｯｼ
ﾝｸ
ﾞ直
後
 

(伸
び
が
妨
げ
ら
れ
、
 

定
着
装
置
に
滑
り
が
あ

る
場
合
) 

0.
9σ
py
以
下
 

0.
7σ
pu
又
は
0.
85
σ
py
 

の
う
ち
小
さ
い
方
。
 

た
だ
し
、
ﾌﾟ
ﾚｽ
ﾄﾚ
ｯｼ
ﾝｸ
ﾞ中
は
 

0.
8σ
pu
又
は
0.
9σ
py
 

の
う
ち
小
さ
い
方
 

S3
6
年
と
同
じ
 

0.
7σ
pu
又
は
0.
85
σ

py
 

の
う
ち
小
さ
い
方
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

最
初
に
引
張
力
を
与
え
る
時
 

（
設
計
断
面
で
）
 

0.
8σ
py
以
下
 

（
ﾎﾟ
ｽﾄ
ﾃﾝ
ｼｮ
ﾆﾝ
ｸﾞ
の
場

合
で
 

次
に
引
張
る
と
き
）
 

0.
85
σ
py
以
下
 

（
ﾌﾟ
ﾚﾃ
ﾝｼ
ｮﾝ
方
式
の
場
合
）
 

0.
7σ
pu
又
は
0.
8σ
py
 

の
う
ち
小
さ
い
方
 

S3
6
年
と
同
じ
 

0.
8σ
pu
又
は
0.
9σ
py
 

の
う
ち
小
さ
い
方
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
 

S5
3
年
と
同
じ
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表
 9

-7
 
下
部
構
造
及
び
基
礎
構
造
（
１
）

 
9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

No
．
 

年
・
月
 

（
西
暦
）
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

道
路
橋
指
示
書
 

共
通
 

許
容
応
力
度
 

備
 
 
 
考
 

活
荷
重
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

曲
げ
圧
縮
、
軸
圧
縮
 

21
0 
24
0 
27
0 
30
0 

鉄
筋
 

 

1 
S3
9・
03
 

(1
96
4)
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

 
く
い
基
礎
の
設
計
篇
 

 
 

 
 

 
 

・
こ
の
分
冊
の
内
容
は
、
く
い
設
計
に
つ
い
て
の
一
般
事
項
、
１
本
の
く
い
の
許
容
応
力
度
の
求
め
方
、
く
い
郡
と
し
て
の
計

算
、
く
い
本
体
の
強
度
計
算
、
構
造
細
目
に
分
か
れ
て
い
る
 

・
実
際
の
計
算
に
必
要
な
荷
重
、
許
容
応
力
度
等
は
次
回
以
降
の
分
冊
を
参
照
 

2 
S4
1・
11
 

(1
96
6)
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

 
調
査
お
よ
び
設
計
一
般
篇
 

鋼
道
路
橋
設
計
示
方

書
に
示
す
 T
L
荷
重
 

 
 

SR
24
 1
40
0 

SD
24
 1
40
0 

SR
30
 1
40
0 

SD
30
 1
60
0 

 単
位
 
kg
/c
m2
 

・
調
査
：
種
類
と
方
法
の
選
定
は
構
造
物
の
規
模
と
重
要
度
に
応
じ
て
責
任
技
術
者
の
判
定
で
行
う
 

・
設
計
：
設
計
図
に
設
計
条
件
表
の
記
載
を
義
務
づ
け
 

・
荷
重
：
土
圧
計
算
は
ク
ー
ロ
ン
土
圧
に
よ
る
 
粘
性
土
に
は
土
着
力
を
考
慮
 

・
材
料
：
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
は
最
低
強
度
を
制
限
 
木
ぐ
い
の
企
画
を
明
示
 

許
容
応
力
度
・
許
容
支
持
力
：
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
鋼
材
・
木
ぐ
い
で
明
確
に
規
定
 

3 
S4
3・
03
 

(1
96
8)
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

 
橋
台
・
橋
脚
の
設
計
篇
 

 
直
接
基
礎
の
設
計
篇
 

S4
1
年
と
同
じ
 

 
 

S4
1
年
と
同
じ
 

・
斜
橋
の
橋
台
に
働
く
土
圧
・
地
震
荷
重
の
統
一
的
な
計
算
方
法
を
規
定
 

・
直
接
基
礎
の
設
計
に
つ
い
て
は
，
く
い
基
礎
・
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
・
直
接
基
礎
に
関
し
て
統
一
的
な
思
想
を
導
入
 

4 
S4
3・
10
 

(1
96
8)
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

 
く
い
基
礎
の
施
工
篇
 

S4
1
年
と
同
じ
 

 
 

S4
1
年
と
同
じ
 

・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ぐ
い
・
PC
ぐ
い
・
鋼
ぐ
い
を
中
心
に
規
定
 

・
打
込
み
ぐ
い
：
設
備
の
選
定
基
準
を
明
示
 
く
い
の
傾
斜
・
ず
れ
の
許
容
値
 
打
ち
止
め
時
の
沈
下
量
を
2m
m
前
後
と
指
定
 

打
ち
込
み
公
式
は
Hi
ll
ey
式
を
採
用
 
打
込
み
記
録
 

・
く
い
の
継
手
は
溶
接
ま
た
は
ボ
ル
ト
継
手
 
現
場
溶
接
に
は
溶
接
施
工
管
理
技
術
者
を
常
駐
 

・
く
い
頭
の
仕
上
げ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
 

5 
S4
5・
03
 

(1
97
0)
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
の
設
計
篇
 

S4
1
年
と
同
じ
 

 
 

S4
1
年
と
同
じ
 

・
く
い
基
礎
・
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
・
直
接
基
礎
で
設
計
す
る
範
囲
を
示
す
 

・
鉛
直
荷
重
・
水
平
荷
重
の
荷
重
分
担
要
素
を
明
確
に
決
め
、
水
平
荷
重
に
は
考
え
ら
れ
る
要
素
を
全
て
考
慮
 

変
位
の
概
念
を
設
計
に
取
り
入
れ
 

・
そ
の
他
ケ
ー
ソ
ン
の
設
計
に
必
要
な
項
目
を
明
示
 

6 
S4
8・
01
 

(1
97
3)
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

 
場
所
打
ち
ぐ
い
の
設
計
施
工

篇
 

S4
1
年
と
同
じ
 

18
0～
20
0 

20
0～
24
0 

24
0～
 

σ
28
/3
 
10
0
以
下
 

σ
28
/4
 
75
以
下
 

単
位
 
kg
/c
m2
 

SD
24
 
14
00
 

SD
30
 
18
00
 

 単
位
 
kg
/c
m2
 

・
場
所
打
ち
ぐ
い
の
定
義
を
明
確
に
し
、
深
礎
工
法
も
場
所
打
ち
ぐ
い
に
含
め
る
 

・
調
査
・
計
画
の
方
針
を
示
し
、
最
適
工
法
選
定
の
便
宜
を
は
か
っ
た
 

・
設
計
に
は
く
い
の
設
計
径
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ヤ
ン
グ
係
数
・
許
容
応
力
度
を
定
め
た
 

・
構
造
細
目
：
主
鉄
筋
量
・
か
ぶ
り
・
継
手
・
フ
ー
チ
ン
グ
と
の
結
合
（
く
い
径
・
本
数
）
 

・
施
工
に
は
管
理
技
術
者
を
常
駐
 
試
験
工
事
に
は
責
任
技
術
者
・
主
任
技
術
者
立
ち
会
い
 

・
具
体
的
な
施
工
手
引
き
と
し
て
、
機
械
堀
削
・
人
力
堀
削
に
分
け
た
 

7 
S5
1・
08
 

(1
97
6)
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

・
同
解
説
 

 
く
い
基
礎
の
施
工
篇
改
訂
 

S4
1
年
と
同
じ
 

S4
8
年
と
同
じ
 

S4
8
年
と
同
じ
 

・
く
い
の
支
持
力
の
検
討
事
項
・
推
定
式
・
所
要
本
数
算
定
等
を
明
確
に
し
た
 

・
構
造
細
目
は
JI
S
規
格
に
よ
る
こ
と
 
継
手
に
は
ア
ー
ク
溶
接
継
手
を
採
用
 

・
木
ぐ
い
は
現
在
使
用
実
績
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
本
指
針
か
ら
除
外
 

8 
S5
2・
12
 

(1
97
7)
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

・
同
解
説
 

 
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
の
施
工
篇
改

訂
 

S4
1
年
と
同
じ
 

S4
8
年
と
同
じ
 

S4
8
年
と
同
じ
 

・
ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク
工
法
と
オ
ー
プ
ン
工
法
に
つ
い
て
留
意
事
項
を
具
体
的
に
記
述
 

・
綿
密
な
施
工
計
画
の
作
成
と
日
常
管
理
の
た
め
管
理
技
術
者
の
配
置
を
義
務
づ
け
 

・
ニ
ュ
ー
マ
チ
ッ
ク
ケ
ー
ソ
ン
の
最
終
沈
設
完
了
時
、
平
板
載
荷
試
験
を
義
務
づ
け
・
方
法
明
示
 

9 
S5
5・
05
 

(1
98
0)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
篇
 

１
等
橋
 
TL
-2
0 

２
等
橋
 
TL
-1
4 

特
定
 
TT
-4
3 

70
 8
0 
90
 1
00
 

55
 6
5 
75
 8
5 

 単
位
 
kg
/c
m2
 

SR
24
 S
D2
4 
14
00
 

SD
30
 
18
00
 

SD
35
 
18
00
 

単
位
 
kg
/c
m2
 

・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
許
容
応
力
度
・
せ
ん
断
力
の
照
査
方
法
を
道
路
橋
示
方
書
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
編
と
の
整
合
 

・
く
い
基
礎
の
鉛
直
支
持
力
の
算
定
方
法
を
改
め
 

・
中
堀
り
ぐ
い
工
法
の
設
計
施
工
の
規
定
を
新
設
 

10
 

S5
9・
02
 

(1
98
4)
 

鋼
管
矢
板
基
礎
設
計
指
針
 

S5
5
年
と
同
じ
 

S5
5
年
と
同
じ
 

S5
5
年
と
同
じ
 

・
設
計
を
主
体
と
し
、
施
工
に
関
す
る
規
定
は
省
く
 

・
鋼
管
矢
板
は
打
撃
工
法
に
よ
り
打
込
む
の
を
原
則
と
す
る
 

・
構
造
形
式
は
井
筒
型
鋼
管
矢
板
を
原
則
と
し
、
安
易
に
脚
付
き
型
と
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
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表
 9

-8
 
下
部
構
造
及
び
基
礎
構
造
（
２
）

 
9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

No
．
 

年
・
月
 

（
西
暦
）
 

道
路
橋
下
部
構
造
設
計
指
針
 

道
路
橋
指
示
書
 

共
通
 

許
容
応
力
度
 

備
 
 
 
考
 

活
荷
重
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
 

曲
げ
圧
縮
、
軸
圧
縮
 

21
0 
24
0 
27
0 
30
0 

鉄
筋
 

 

11
 

H2
・
02
 

(1
99
0)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
篇
 

S5
5
年
と
同
じ
 

70
 8
0 
90
 1
00
 

55
 6
5 
75
 8
5 

 単
位
 
kf
g/
cm
2  

SR
24
 
14
00
 

SD
30
A 
18
00
 

SD
30
B 
18
00
 

SD
35
 
18
00
 

単
位
 
kg
f/
cm
2  

・
基
礎
の
規
模
の
大
型
化
に
伴
い
各
種
基
礎
の
設
計
法
の
適
用
範
囲
の
解
説
を
充
実
 

・
地
盤
反
力
係
数
算
定
式
・
フ
ー
チ
ン
グ
剛
体
判
定
式
の
統
合
 

・
基
礎
沈
下
を
考
慮
し
許
容
鉛
直
支
持
力
を
定
め
、
各
種
許
容
値
の
規
定
を
充
実
 

・
鋼
管
矢
板
基
礎
の
設
計
施
工
・
高
強
度
水
中
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
太
径
鉄
筋
等
に
新
た
な
規
定
 

・
杭
頭
結
合
法
や
安
定
計
算
に
お
け
る
暴
風
時
の
取
扱
い
規
定
の
見
直
し
 

12
 

H2
・
02
 

(1
99
1)
 

地
中
連
続
壁
基
礎
設
計
施
工
指

針
 

S5
5
年
と
同
じ
 

H2
年
と
同
じ
 

H2
年
と
同
じ
 

・
平
面
形
状
は
短
形
併
合
断
面
と
し
、
全
断
面
を
支
持
層
に
値
入
れ
し
た
井
筒
型
と
す
る
 

・
エ
レ
メ
ン
ト
間
の
継
手
は
、
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
及
び
せ
ん
断
力
を
伝
達
で
き
る
剛
結
継
手
 

・
変
位
量
の
計
算
は
、
基
礎
全
体
の
曲
げ
剛
性
を
評
価
し
弾
性
床
上
の
有
限
長
梁
と
し
て
扱
う
 

・
地
盤
の
抵
抗
要
素
と
し
て
、
原
則
と
し
て
４
種
類
の
地
盤
反
力
（
P2
2）
を
考
慮
す
る
 

13
 

H6
・
02
 

(1
99
4)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

A 
荷
重
 

B 
荷
重
 

S5
5
年
の
制
定
の
荷

重
は
全
て
廃
止
 

H2
年
と
同
じ
 

AR
23
5 
 1
40
0 

SD
29
5A
 
18
00
 

SD
29
5B
 
18
00
 

SD
34
55
 
18
00
 

単
位
 
kg
f/
cm
2  

・
設
計
自
動
車
荷
重
が
一
律
25
ト
ン
に
な
り
、
１
等
橋
２
等
橋
の
等
級
に
よ
る
区
分
を
な
く
す
 

・
活
荷
重
を
A、
B
活
荷
重
に
区
分
し
、
適
用
区
分
を
明
示
 

・
T、
L
荷
重
及
び
載
荷
方
法
の
規
定
を
見
直
し
た
 

・
L
荷
重
の
線
荷
重
が
等
分
布
荷
重
の
変
更
に
よ
り
、
下
部
構
造
の
活
荷
重
載
荷
方
法
を
見
直
し
 

・
胸
壁
設
計
の
荷
重
変
更
に
よ
り
断
面
力
算
定
式
を
見
直
し
 

14
 

H8
・
12
 

(1
99
6)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

H6
年
と
同
じ
 

H2
年
と
同
じ
 

H6
年
と
同
じ
 

・
JI
S
規
格
値
の
改
正
に
よ
り
低
リ
ラ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
PC
鋼
材
の
導
入
 

・
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
材
の
最
低
設
計
基
準
強
度
を
変
更
 

・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
乾
燥
収
縮
の
影
響
に
つ
い
て
算
定
式
を
見
直
し
 

・
高
強
度
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
許
容
応
力
度
、
ヤ
ン
グ
係
数
等
を
規
定
 

・
耐
震
設
計
編
の
改
訂
に
よ
り
ゴ
ム
支
承
の
採
用
を
考
慮
し
、
負
反
力
の
算
定
式
の
見
直
し
 

・
設
計
二
地
震
時
保
有
水
平
耐
力
法
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
RC
部
材
の
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
、
せ
ん
断
力
に
対
す
る
照
査
法
を
新

た
に
規
定
 

・
橋
脚
規
準
は
地
震
時
保
有
水
平
耐
力
法
に
よ
る
安
定
計
算
を
行
う
こ
と
と
し
、
具
体
的
な
安
定
計
算
モ
デ
ル
や
設
計
定
数
の
設
定

法
、
照
査
の
詳
細
を
規
定
 

・
橋
脚
の
他
橋
台
に
つ
い
て
も
部
材
の
じ
ん
性
を
向
上
さ
せ
る
鉄
筋
配
置
の
構
造
細
目
を
充
実
 

・
構
造
物
形
状
を
単
純
化
さ
せ
建
設
費
を
縮
減
す
る
よ
う
フ
ー
チ
ン
グ
上
面
の
テ
ー
パ
ー
を
廃
止
し
橋
台
の
た
て
壁
の
形
状
を
単
純

化
し
た
 

・
「
鋼
管
矢
板
基
礎
設
計
指
針
」
「
地
中
連
続
壁
基
礎
設
計
・
施
工
指
針
」
の
取
り
入
れ
 

・
ケ
ー
ソ
ン
基
礎
の
安
定
計
算
モ
デ
ル
を
従
来
の
剛
体
基
礎
設
計
法
を
地
盤
抵
抗
の
朔
性
化
を
考
慮
し
た
弾
性
体
モ
デ
ル
に
変
更
 

15
 

H9
・
12
 

(1
99
7)
 

鋼
管
矢
板
基
礎
設
計
施
工
便
覧
 

H6
年
と
同
じ
 

H2
年
と
同
じ
 

H6
年
と
同
じ
 

・
設
計
方
法
：
仮
締
切
り
 
頂
版
と
鋼
管
矢
板
と
の
接
合
部
 
脚
付
き
型
鋼
管
矢
板
基
礎
 地
震
時
保
有
水
平
耐
力
法
に
よ
る
頂
版

設
計
 

・
詳
細
な
構
造
例
 
施
工
に
関
す
る
詳
細
な
注
意
事
項
 

16
 

H1
4・
03
 

(2
00
2)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

H6
年
と
同
じ
 

H2
年
と
同
じ
 

（
表
示
は
SI
単
位
系
）
 
H8
年
と
同
じ
 

（
表
示
は
SI
単
位
系
）
 
・
耐
久
性
を
考
慮
し
、
死
荷
重
作
用
時
の
鉄
筋
許
容
応
力
度
の
規
定
を
設
け
た
 

・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塩
害
対
策
に
つ
い
て
記
述
 

・
フ
ー
チ
ン
グ
の
曲
げ
お
よ
び
せ
ん
断
に
対
す
る
設
計
の
見
直
し
 

・
支
持
力
係
数
の
寸
法
効
果
を
反
映
、
直
接
基
礎
の
極
限
支
持
力
 

・
プ
レ
ボ
ー
リ
ン
グ
杭
工
法
、
鋼
管
ソ
イ
ル
セ
メ
ン
ト
杭
工
法
、
バ
イ
ブ
ロ
ハ
ン
マ
工
法
に
つ
い
て
記
載
 

・
場
所
打
ち
杭
、
中
掘
り
杭
、
鋼
管
矢
板
基
礎
、
地
中
連
続
壁
基
礎
の
支
持
力
推
定
式
の
見
直
し
 

17
 

H2
4・
03
 

(2
01
2)
 

道
路
橋
指
示
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

H6
年
と
同
じ
 

H1
4
年
と
同
じ
 

SD
34
5 
18
0 

SD
39
0 
18
0 

SD
49
0 
18
0 

 単
位
 
N/
mm
2  

・
調
査
位
置
，
注
意
す
べ
き
条
件
な
ど
調
査
に
関
す
る
規
定
の
充
実
 

・
降
伏
点
の
高
い
鉄
筋
（
SD
39
0，
SD
49
0）
の
適
用
範
囲
，
許
容
応
力
度
，
曲
げ
内
半
径
等
を
規
定
 

・
鉄
筋
の
定
着
方
法
や
継
手
方
法
な
ど
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
材
の
構
造
細
目
に
関
す
る
規
定
の
充
実
 

・
支
承
部
，
落
橋
防
止
構
造
等
か
ら
の
荷
重
に
対
す
る
橋
脚
及
び
橋
台
の
設
計
に
関
す
る
規
定
の
充
実
 

・
橋
台
部
ジ
ョ
イ
ン
ト
レ
ス
構
造
の
設
計
を
新
た
に
規
定
 

・
橋
台
と
背
面
側
に
盛
土
等
と
の
間
に
位
置
す
る
橋
台
ア
プ
ロ
ー
チ
部
の
設
計
及
び
施
工
を
新
た
に
規
定
 

・
道
路
橋
基
礎
に
求
め
ら
れ
る
基
本
事
項
を
規
定
 

・
軟
弱
地
盤
及
び
斜
面
上
の
基
礎
の
設
計
二
関
す
る
規
定
の
充
実
 

・
回
転
杭
工
法
の
設
計
及
び
施
工
を
新
た
に
規
定
 

・
深
礎
基
礎
の
設
計
及
び
施
工
を
新
た
に
章
立
て
し
て
規
定
 

・
各
基
礎
工
法
の
施
工
管
理
に
関
す
る
規
定
の
充
実
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表
 9

-9
 
下
部
構
造
細
目

 
9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷

年
 

（
西
暦
）
 

規
 
準
 

最
小
か
ぶ
り
 

（
cm
）
 

鉄
筋
の
フ
ッ
ク
（
異
形
棒
鋼
一
般
部
）
 

柱
の
帯
鉄
筋
 

半
円
形
 

直
角
 

昭
和
31
年

(1
95
6)
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
準
示
方
書
 

は
り
：
2.
5c
m 

柱
：
3.
0c
m 

フ
ー
チ
ン
グ
：
7.
5c
m  

r=
22
.5
φ
（
SS
D3
9）
 

l：
適
当
な
長
さ
 

認
め
ら
れ
て
い
な
い
 

・
Φ
6m
m
以
上
、
間
隔
は
柱
の
最
小
横
寸
法
以
下
 

・
軸
方
向
鉄
筋
の
直
径
の
12
倍
以
下
ま
た
は
帯
鉄
筋
の
直
径
の
48
倍
以
下
 

・
は
り
と
交
わ
る
部
分
に
は
十
分
な
帯
鉄
筋
を
用
い
る
 

昭
和
42
年

(1
96
7)
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
準
示
方
書
 

S3
1
年
と
同
じ
 

r=
2.
5φ
（
SD
30
) 

l=
4φ
又
は
6c
m
以
上
 

r=
2.
5φ
（
SD
30
）
 

l=
6φ
又
は
6c
m
以
上
 

S3
1
年
と
同
じ
 

昭
和
49
年

(1
97
4)
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
準
示
方
書
 

S3
1
年
と
同
じ
 

r=
2.
5φ
（
SD
30
) 

l=
4φ
又
は
6c
m
以
上
 

r=
2.
5φ
（
SD
30
）
 

l=
12
φ
以
上
 

S3
1
年
と
同
じ
 

昭
和
55
年

(1
98
0)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

は
り
：
3.
5c
m 

柱
：
4.
0c
m 

フ
ー
チ
ン
グ
：
7.
0c
m  

S4
9
年
と
同
じ
 

S4
9
年
と
同
じ
 

・
φ
13
mm
以
上
、
間
隔
は
柱
断
面
の
最
小
寸
法
1/
2
以
下
 

・
軸
方
向
鉄
筋
の
直
径
の
12
倍
以
下
か
つ
30
cm
以
下
 

・
柱
と
は
り
、
柱
と
フ
ー
チ
ン
グ
の
接
合
部
あ
る
い
は
軸
方
向
鉄
筋
が
大
き
く
変
化
す
る
位
置
で
は
２
倍
程
度
の
帯
鉄
筋
を

用
い
る
 

平
成
2
年
 

(1
99
0)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

S5
5
年
と
同
じ
 

S4
9
年
と
同
じ
 

S4
9
年
と
同
じ
 

・
φ
13
mm
以
上
、
間
隔
は
柱
断
面
の
最
小
寸
法
1/
2
以
下
 

・
軸
方
向
鉄
筋
の
直
径
の
12
倍
以
下
か
つ
30
cm
以
下
 

・
柱
と
は
り
、
柱
と
フ
ー
チ
ン
グ
の
接
合
部
あ
る
い
は
軸
方
向
鉄
筋
が
大
き
く
変
化
す
る
位
置
で
は
２
階
程
度
の
帯
鉄
筋
を

用
い
る
（
帯
鉄
筋
比
規
定
）
 

平
成
8
年
 

(1
99
6)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

S5
5
年
と
同
じ
 

r=
2.
5φ
（
SD
29
5A
）
 

l=
8φ
又
は
12
cm
以
上
 

r=
2.
5φ
（
SD
29
5A
）
 

l=
12
φ
以
上
 

・
φ
13
mm
以
上
の
異
形
棒
鋼
、
間
隔
は
15
cm
以
下
を
原
則
と
す
る
 

・
中
間
帯
鉄
筋
の
規
定
 

・
原
則
と
し
て
軸
方
向
鉄
筋
の
段
落
し
は
行
わ
な
い
 

平
成
14
年

（
20
02
) 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

S5
5
年
と
同
じ
 

H8
年
と
同
じ
 

H8
年
と
同
じ
 

 

平
成
24
年

(2
01
2)
 

道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
 

 
Ⅳ
下
部
構
造
編
 

S5
5
年
と
同
じ
 

H8
年
と
同
じ
（
SD
34
5）
 

H8
年
と
同
じ
（
SD
34
5）
 

せ
ん
断
補
強
鉄
筋
と
し
て
配
置
す
る
場
合
 

・直
径
13
m
m
以
上
の
異
形
棒
鋼
 

・間
隔
は
30
0m
m
以
下
 

・軸
方
向
鉄
筋
を
囲
む
よ
う
に
配
置
，
端
部
は
フ
ッ
ク
を
つ
け
て
断
面
内
部
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
定
着
 

 ※
横
拘
束
鉄
筋
と
し
て
配
置
す
る
場
合
（Ⅴ
耐
震
設
計
編
10
.8
） 

・直
径
13
m
m
以
上
の
異
形
棒
鋼
、
か
つ
軸
方
向
鉄
筋
の
直
径
よ
り
も
小
さ
く
す
る
 

・朔
性
化
を
考
慮
す
る
領
域
に
お
け
る
帯
鉄
筋
間
隔
は
、
下
表
に
示
す
値
以
下
、
か
つ
断
面
高
さ
の
0.
2
倍
以
下
 

   
 

・軸
方
向
鉄
筋
を
取
囲
む
よ
う
に
配
置
，
端
部
は
フ
ッ
ク
を
つ
け
て
帯
鉄
筋
に
囲
ま
れ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
定
着
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9.5.5.  支承及び付属物 

 

表 9-10 支承 

年 月 示方書，要領等の名称 機関 備考 

T15.6 道路橋構造細則案 内務省土木局  

S14.2 鋼道路橋設計製作示方書 〃 支承の支圧応力度 

S31.5 鋼道路橋設計製作示方書 日本道路協会 各応力度など 

S38.11 鋼道路橋設計製作示方書 〃 支承の細部規定 

S43.3 道路橋下部構造設計指針橋台橋脚設計編 〃 鋳鉄(FC)材の規定 

S47.3 道路橋耐震設計指針 〃 支承縁端距離規定 

S48.2 道路橋示方書・同解説 Ⅰ，Ⅱ 〃 移動制限装置など 

S48.4 道路橋支承便覧 〃 鋳鋼の使用など 

S51.1 支承標準設計（ゴム支承・すべり支承編） 〃 支承の標準化 

[S53] [宮城県沖地震]   [支承の被害] 

S54.1 支承標準設計（ビン支承・ころがり支承） 日本道路協会  

S54.2 道路橋支承便覧（施工編） 〃 無収縮ﾓﾙﾀﾙの原則 

S54.2 道路橋補修便覧 〃  

S55.2 道路橋示方書・同解説 Ⅰ，Ⅱ 〃 鋳鉄(FC)材禁止等 

S55.4 設計要領 第７編 6-6-1 支承 日本道路公団  

S55.5 道路橋示方書・同解説Ⅴ 日本道路協会 支承部の規定 

S60.3 点検の手引き Ⅲ.6.6-8 支承 日本道路公団  

S60.9 維持管理要領（点検編） 〃  

S63.5 維持修繕要領 橋梁編 第4編[Ⅰ]支承 〃  

H2.2 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 日本道路協会 修正震度法 

H3.7 道路橋支承便覧 〃 維持管理の詳細等 

H4.2 道路構造令の一部改正 建 設 省 車両制限の改定 

H8.12 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 日本道路協会  

H14.3 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 〃  

H16.4 道路橋支承便覧 〃  

H24.3 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 〃 支承部のﾀｲﾌﾟ分類の廃止 

H29.11 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 〃  

H31.2 道路橋支承便覧 〃  
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表 9-11 伸縮装置 

年月 示方書，要領等の名称 機関 備考 

S38.11 鋼道路橋設計・製作示方書 日本道路協会  

S45. 4 道路橋伸縮装置便覧 〃  

S48. 2 道路橋示方書・同解説 Ⅰ，Ⅱ 〃  

S52. 4 橋梁伸縮装置基準 日本道路公団  

S53. 3 伸縮装置標準設計図集（鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ） 〃  

S54. 2 道路橋補修便覧 日本道路協会  

S54. 4 橋梁用伸縮装置標準図集 日本道路ｼﾞｮｲﾝﾄ協会  

S55. 4 設計要領 第７編 6.6-2 伸縮装置 日本道路公団  

S58.11 橋梁用伸縮装置標準図集Ⅱ 日本道路ｼﾞｮｲﾝﾄ協会  

S60. 3 点検の手引き Ⅱ，Ⅲ． 3.3-4 伸縮装置 〃  

S60. 9 維持管理要領（点検編） 〃  

S63. 3 橋梁用伸縮装置標準図集Ⅲ 日本道路ｼﾞｮｲﾝﾄ協会  

S63. 5 維持修繕要領 橋梁編 第４編[Ⅱ]伸縮装置 日本道路公団  

H 2. 2 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 日本道路協会  

H 3. 4 橋梁用伸縮装置標準図集Ⅲ （追加） 日本道路ｼﾞｮｲﾝﾄ協会  

H 5.11 道路構造令の一部改正 建 設 省 車両制限令の改定 

H 6. 1 橋梁用伸縮装置標準図集Ⅳ 日本道路ｼﾞｮｲﾝﾄ協会  

H 8.12 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 日本道路協会  

H 9. 1 橋梁用伸縮装置標準図集Ⅴ 日本道路ｼﾞｮｲﾝﾄ協会  

H12. 1 橋梁用伸縮装置標準図集Ⅵ 日本道路ｼﾞｮｲﾝﾄ協会  

H14. 3 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 日本道路協会  

H24. 3 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 〃  

H29.11 道路橋示方書・同解説 Ⅰ～Ⅴ 〃  

H31. 4 伸縮装置の設計ガイドライン 日本道路ｼﾞｮｲﾝﾄ協会  
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表 9-12 排水装置 

年月 示方書，要領等の名称 機関 備考 

S44. 1 排水装置標準設計 日本道路公団 管内径 Min 15cm 

S48. 2 道路橋示方書・同解説 Ⅰ 日本道路協会 管内径 Min 10cm 

S48 道路排水工指針 〃  

S54. 2 道路橋補修便覧 〃  

S55. 4 設計要領 第７編 6.6-6 橋面排水装置 日本道路公団  

S60. 3 点検の手引き Ⅱ，Ⅲ.5.5-6 橋梁排水施設 〃  

S60. 6 維持管理要領（点検編） 〃  

H 2. 2 道路橋示方書・同解説 Ⅰ 日本道路協会 管内径 Min 15cm 

H 8.12 道路橋示方書・同解説 Ⅰ 〃  

H14. 3 道路橋示方書・同解説 Ⅰ 〃  

H24. 3 道路橋示方書・同解説 Ⅰ 〃  

H29.11 道路橋示方書・同解説 Ⅰ 〃  
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表 9-13 耐震設計 

年月 示方書，要領等の名称 機 関 備考 

[S39] [新潟地震]   

S45. 1 設計要領 日本道路公団 単純桁の桁間連結 

S46. 3 道路橋耐震設計指針 建 設 省 道路局長通達 

S47. 4 道路橋耐震設計指針 日本道路協会 架違い部桁間連結 

S47. 4 設計要領 日本道路公団  

S52.10 既供用橋梁に対する落橋防止構造設置要領 〃 耐震設計指針による 

S52 新耐震設計法（案） 建 設 省  

S55. 4 道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 日本道路協会  

S55. 4 設計要領 第7編 6.6-4 落橋防止構造 日本道路公団  

S60. 3 点検手引きⅢ.6.6-5 鋼構造物 〃  

H 2. 2 道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 日本道路協会  

H 7. 6 
「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る

仕様」の準用に関する参考資料（案） 
〃 

橋脚および落橋防止の設計荷重の

変更 

H 8. 3 道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 〃 
落橋防止の構成をシステムとして

明確化 

H14. 3 道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 〃  

H24. 3 道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 〃 

・ﾚﾍﾞﾙ 2 ﾀｲﾌﾟⅠ地震動の見直し 

・RC橋脚，鋼製橋脚の設計法の

見直し 

・落橋防止ｼｽﾃﾑの規定の見直し 

H29.11 道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 〃  

 

 

 

 

 

 

 

  

9.技術基準の変遷 9.5 基準の変遷



     Ⅷ.参考資料編 

令和 3年 10月版 
Ⅷ-50 

10.  新技術・新工法 

新技術・新工法を採用する場合には，静岡県の「新技術・新工法情報データベース」や「新技術情報提供

システム（NETIS）」を参考に，経済性のみではなく維持管理性や施工性，実績等を踏まえた比較検討を行

い選定する。 

 

◆新技術・新工法情報データベース（静岡県） 

 

http://www2.pref.shizuoka.jp/all/new_technique.nsf/index 
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◆新技術情報提供システム（NETIS） 

 

https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS 
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11.  参考資料 

11.1.  H29道示に関するＱ＆Ａ 

道路橋示方書の質問・回答は，(一社)日本道路協会のHPに最新の情報が公開されている。 

 

https://www.road.or.jp/books/faq/index.html 

 

 

11.2.  事務連絡 

・平成24年12月18日 既設橋の耐震補強設計における道路橋示方書の留意事項について 

・平成25年1月 7日 既設橋の耐震補強設計における道路橋示方書の留意事項について 

・平成27年6月25日 既設道路橋の耐震性能照査及び耐震補強設計について 

・平成27年6月25日 既設道路橋の耐震性能照査及び耐震補強設計について（参考） 

・平成28年9月13日 平成28年熊本地震を踏まえた橋の耐震設計に関する留意点について 

・平成28年9月30日 既設橋梁の落橋防止構造等の耐震補強工事の設計について 

・令和2年7月 20日 「橋・高架の道路等の技術基準」の修繕設計時の適用基準としての 
当面の扱いについて 

・令和2年7月 20日 橋，高架の道路等の技術基準を既設橋の修繕設計に適用する場合の留意事項 

 

11.3.  耐震補強設計参考資料 

耐震補強設計の参考となる以下の資料を巻末に添付する。 

 

巻末資料-1 既設橋の耐震補強に関する技術資料 

巻末資料-2 「既設橋梁の耐震補強工法の事例集」に関するQ&A集 

巻末資料-3 過去の大規模地震における落橋事例とその分析 

巻末資料-4 平成28年（2016年）熊本地震土木施設被害調査報告 
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